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一
、
『
洪
範
五
行
伝
論
』 

  

劉
向
『
洪
範
五
行
伝
論
』
は
、
『
春
秋
』
等
に
見
え
る
諸
災
異
を
『
洪
範
五
行
伝
』
に

基
づ
い
て
分
類
し
、
如
何
な
る
行
為
が
そ
れ
を
引
き
起
こ
し
た
か
を
説
く
文
献
で
あ
る
。

後
世
、
災
異
や
五
行
に
関
す
る
言
説
に
度
々
引
用
さ
れ
る
他
、
『
漢
書
』
五
行
志
の
藍
本

に
も
な
っ
た(

1)

。『
続
漢
書
』
以
降
『
明
史
』
に
到
る
ま
で
の
多
く
の
正
史
が
『
漢
書
』

に
倣
っ
て
五
行
志
を
設
け
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
そ
の
影
響
は
極
め
て
大
き
い
。 

 

こ
こ
で
は
、
『
洪
範
五
行
伝
論
』
が
如
何
な
る
特
徴
を
有
し
て
お
り
、『
洪
範
五
行
伝
』

等
の
五
行
説
に
対
し
て
劉
向
が
如
何
な
る
姿
勢
を
有
し
て
い
た
か
を
考
察
す
る
。 

 

天
譴
と
し
て
の
災
異 

 

劉
向
は
、
政
治
の
乱
れ
が
災
異
を
引
き
起
こ
し
、
政
治
を
正
せ
ば
災
異
が
静
ま
る
と
考

え
て
い
た
。
こ
れ
は
『
洪
範
五
行
伝
』
を
目
に
す
る
前
か
ら
一
貫
し
た
考
え
で
あ
り(

2)

、

初
元
年
間
に
外
親
を
通
じ
て
元
帝
へ
上
奏
し
た
文
に
、
そ
れ
が
既
に
顕
れ
て
い
る
。 

 

前
弘
恭
奏
望
之
等
獄
決
、
三
月
、
地
大
震
。
恭
移
病
出
、
後
復
視
事
、

天
陰
雨
雪
。
由
是
言
之
、
地
動
殆
爲
恭
等
。
臣
愚
以
爲
、
宜
退
恭
・
顯

以
章
蔽
善
之
罰
、
進
望
之
等
以
通
賢
者
之
路
。
如
此
、
太
平
之
門
開
、

災
異
之
原
塞
矣
。 

以
前
、
弘
恭
が
蕭
望
之
等
を
獄
に
下
す
よ
う
に
奏
上
し
ま
し
た
が
、
そ
の
三
月
に
は

大
き
な
地
震
が
起
こ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
弘
恭
は
病
に
よ
っ
て
官
府
か
ら
退
出
し

ま
し
た
が
、
そ
の
後
ま
た
政
治
に
携
わ
る
よ
う
に
な
る
と
、
空
が
暗
く
な
っ
て
雪
が

降
り
ま
し
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
考
え
る
に
、
地
震
が
起
こ
っ
た
の
は
恐
ら
く
弘

恭
達
の
た
め
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
私
め
は
、
弘
恭
・
石
顯
を
退
け
て
、
彼
ら
が
善

人
を
貶
め
た
こ
と
に
対
す
る
罰
を
示
し
、
蕭
望
之
達
を
登
用
し
て
賢
者
が
政
治
を
行

う
道
を
開
く
の
が
よ
ろ
し
い
か
と
存
じ
ま
す
。
こ
う
し
て
太
平
の
門
が
開
か
れ
れ
ば
、

災
異
の
原
因
は
塞
ぎ
止
め
ら
れ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

そ
し
て
、
成
帝
期
に
な
る
と
石
顕
が
誅
さ
れ
（
弘
恭
は
元
帝
期
に
既
に
死
去
）
、
宦
官

の
専
横
は
止
ん
だ
が
、
代
わ
っ
て
外
戚
の
王
氏
が
権
勢
を
振
る
う
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の

時
期
に
災
異
が
度
々
起
こ
り
、
劉
向
は
そ
れ
ら
を
、
外
戚
が
高
い
地
位
を
得
て
勢
力
を
増

し
、
王
鳳
兄
弟
達
が
政
治
を
行
っ
て
い
る
た
め
に
生
じ
て
い
る
と
見
な
し
た
。
劉
向
が
『
洪

範
五
行
伝
論
』
を
著
し
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
時
の
こ
と
で
あ
り
、
様
々
な
災
異
の
解
釈

を
通
じ
て
外
戚
の
専
横
を
批
判
し
た
。
王
氏
の
権
勢
を
削
い
で
、
秩
序
あ
る
政
治
を
回
復

し
よ
う
と
す
る
意
図
が
、『
洪
範
五
行
伝
論
』
に
は
込
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る(

3)

。 
 

こ
の
よ
う
に
し
て
編
ま
れ
た
『
洪
範
五
行
伝
論
』
に
は
、
劉
向
の
そ
う
し
た
災
異
観
が

反
映
さ
れ
て
お
り
、
『
漢
書
』
五
行
志
に
「
劉
向
以
爲
」
と
し
て
引
か
れ
る
文
か
ら
そ
れ

を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る(

4)

。 

 

春
秋
桓
公
十
四
年
八
月
壬
申
、
御
廩
災
…
…(

中
略)

…
…
劉
向
以
爲
、
御

廩
、
夫
人
八
妾
所
舂
米
之
臧
以
奉
宗
廟
者
也
。
時
夫
人
有
淫
行
、
挾
逆

心
。
天
戒
若
曰
、
夫
人
不
可
以
奉
宗
廟
。
桓
不
寤
、
與
夫
人
倶
會
齊
、

夫
人
譖
桓
公
於
齊
侯
、
齊
侯
殺
桓
公
。 

『
春
秋
』
桓
公
十
四
年
八
月
壬
申
、
御
廩
に
火
災
が
起
こ
っ
た
…
…(

中
略)

…
…
劉

向
は
以
下
の
よ
う
に
考
え
る
。
御
廩
と
は
、
夫
人
や
妾
た
ち
が
搗
い
た
米
を
保
存
し
、

そ
れ
を
宗
廟
に
供
え
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
当
時
、
夫
人
は
淫
行
を
な
し
、
し
か

も
逆
心
を
抱
い
て
い
た
の
で
、
天
が
、
こ
の
夫
人
は
宗
廟
に
奉
仕
さ
せ
る
べ
き
で
は

な
い
、
と
い
う
よ
う
に
戒
め
た
の
だ
。
し
か
し
、
桓
公
は
そ
れ
を
悟
ら
ず
、
夫
人
と
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共
に
斉
へ
行
っ
て
会
盟
に
参
加
し
た
。
そ
の
結
果
、
夫
人
が
桓
公
の
こ
と
を
斉
侯
に

謗
り
、
桓
公
は
斉
侯
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。 

 
 

 

昭
帝
時
有
鵜
鶘
或
曰
禿
鶖
、
集
昌
邑
王
殿
下
、
王
使
人
射
殺
之
。
劉
向

以
爲
、
水
鳥
色
青
、
青
祥
也
。
時
王
馳
騁
無
度
、
慢
侮
大
臣
、
不
敬
至

尊
、
有
服
妖
之
象
、
故
青
祥
見
也
。
野
鳥
入
處
、
宮
室
將
空
。
王
不
寤
、

卒
以
亡
。 

昭
帝
の
時
、
鵜
鶘
、
ま
た
は
禿
鶖
と
も
い
う
も
の
が
、
昌
邑
王
の
御
殿
の
下
に
集
ま

っ
た
の
で
、
昌
邑
王
は
そ
れ
を
射
殺
さ
せ
た
。
劉
向
は
以
下
の
よ
う
に
考
え
る
。
水

鳥
は
色
が
青
い
の
で
、
青
祥
に
あ
た
る
。
当
時
、
昌
邑
王
は
車
馬
で
駆
け
ず
り
回
る

こ
と
甚
だ
し
く
、
重
臣
達
を
侮
り
、
天
子
を
敬
わ
ず
、
既
に
服
妖
と
い
う
現
象
が
起

こ
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
青
祥
が
現
れ
た
の
で
あ
る
。
野
鳥
が
入
っ
て
来
る
と
い
う
の

は
、
宮
室
が
空
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
昌
邑
王
は

そ
れ
を
悟
ら
ず
、
つ
い
に
身
を
滅
ぼ
し
て
し
ま
っ
た(

5)
。 

 

劉
向
に
よ
る
と
、
こ
う
し
た
災
異
が
発
生
し
た
当
初
は
、
ま
だ
行
い
を
改
め
れ
ば
将
来

身
に
降
り
か
か
る
禍
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
為
政
者
に
と
っ
て
災

異
は
警
告
で
あ
り
、
指
標
で
あ
る
と
い
う
の
だ
。
ほ
と
ん
ど
の
場
合
で
は
、
こ
の
二
例
の

よ
う
に
、
結
局
そ
れ
を
悟
ら
ず
に
破
滅
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
が
、
行
動
を
改
め
る
こ
と

で
良
い
結
果
に
転
じ
た
も
の
も
わ
ず
か
に
あ
る
。 

 

書
序
曰
、
伊
陟
相
太
戊
、
亳
有
祥
桑
穀
共
生
。
傳
曰
、
倶
生
乎
朝
、
七

日
而
大
拱
。
伊
陟
戒
以
修
德
、
而
木
枯
。
劉
向
以
爲
、
殷
道
既
衰
、
高

宗
承
敝
而
起
、
盡
涼
陰
之
哀
、
天
下
應
之
、
既
獲
顯
榮
、
怠
於
政
事
、

國
將
危
亡
、
故
桑
穀
之
異
見
。
桑
猶
喪
也
、
穀
猶
生
也
、
殺
生
之
秉
失

而
在
下
、
近
草
妖
也
。 

書
序
に
「
伊
陟
が
帝
太
戊
の
宰
相
と
な
る
と
、
亳
に
て
、
桑
と
穀
が
一
体
と
な
る
と

い
う
禍
が
起
こ
っ
た
」
と
あ
り(

6)

、
そ
れ
に
つ
い
て
、
『
尚
書
大
伝
』
で
は
「
共

に
朝
廷
に
生
え
、
七
日
の
う
ち
に
両
手
で
抱
え
る
ほ
ど
の
大
き
さ
に
な
っ
た
。
伊
陟

が
徳
を
修
め
る
よ
う
に
戒
め
る
と
、
木
は
枯
れ
た
」
と
い
う
。
劉
向
は
以
下
の
よ
う

に
考
え
る
。
殷
の
政
治
は
既
に
衰
え
て
い
た
が
、
高
宗(

7)

が
そ
の
衰
亡
の
中
で
即

位
し
、
喪
の
哀
し
み
を
尽
く
し
た
た
め
、
天
下
が
そ
れ
に
応
じ
た
。
し
か
し
、
そ
う

や
っ
て
栄
光
を
得
た
後
に
、
政
事
を
怠
っ
た
の
で
、
国
は
ま
た
危
亡
の
局
面
に
さ
し

か
か
り
、
故
に
桑
穀
の
異
変
が
現
れ
た
の
で
あ
る
。
「
桑
」
と
は
「
喪
」
と
い
う
こ

と
で
あ
り
、
「
穀
」
は
「
生
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
生
殺
の
権
限
が
下
に
あ
る
た

め
に
起
こ
っ
た
の
で
あ
り
、
草
妖
と
謂
え
る
だ
ろ
う
。 

 

こ
こ
で
は
、
政
治
の
好
転
に
よ
っ
て
災
異
が
消
滅
し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る(

8)

。

劉
向
は
こ
の
話
を
特
に
好
ん
だ
よ
う
で
、
『
説
苑
』
君
道
に
も
同
様
の
話
を
載
せ
て
い
る

(

9)

。 

 

殷
太
戊
時
、
有
桑
穀
生
於
庭
。
昏
而
生
、
比
旦
而
拱
。
史
請
卜
之
湯
廟
、

太
戊
從
之
。
卜
者
曰
、
吾
聞
之
、
祥
者
、
福
之
先
者
也
。
見
祥
而
爲
不

善
、
則
福
不
生
。
殃
者
、
禍
之
先
者
也
。
見
殃
而
能
爲
善
、
則
禍
不
至
。

於
是
、
乃
早
朝
而
晏
退
、
問
疾
弔
喪
、
三
日
而
桑
穀
自
亡
。 

殷
の
帝
太
戊
の
時
に
、
桑
穀
が
朝
廷
に
生
じ
た
。
夕
方
に
生
じ
、
朝
に
な
る
と
ひ
と

か
か
え
に
も
な
っ
た
。
史
官
は
こ
れ
に
つ
い
て
湯
王
の
廟
で
卜
す
こ
と
を
請
い
、
太

戊
は
そ
れ
に
従
っ
た
。
す
る
と
、
卜
者
は
、「
私
は
こ
の
よ
う
に
聞
い
て
お
り
ま
す
。

『
吉
祥
は
福
の
前
に
来
る
も
の
で
あ
る
が
、
吉
祥
が
あ
っ
て
も
不
善
を
な
せ
ば
、
福

は
生
じ
な
い
。
凶
兆
は
禍
の
前
に
来
る
も
の
で
あ
る
が
、
凶
兆
が
あ
っ
て
も
善
を
な
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す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
禍
は
至
ら
な
い
』
」
と
言
っ
た
。
そ
こ
で
、
早
く
に
来
朝
し

て
遅
く
に
退
出
し
、
病
人
を
見
舞
い
葬
式
を
弔
問
す
る
よ
う
に
し
た
と
こ
ろ
、
三
日

で
桑
穀
は
自
ら
亡
く
な
っ
た
。 

 

高
宗
者
、
武
丁
也
。
高
而
宗
之
、
故
號
高
宗
。
成
湯
之
後
、
先
王
道
缺
、

刑
法
違
犯
、
桑
穀
倶
生
乎
朝
、
七
日
而
大
拱
。
武
丁
召
其
相
、
而
問
焉
。

其
相
曰
、
吾
雖
知
之
、
吾
弗
得
言
也
。
聞
諸
祖
已(

10)

、
桑
穀
者
、
野

草
也
。
而
生
於
朝
、
意
者
國
亡
乎
。
武
丁
恐
駭
、
側
身
修
行
、
思
先
王

之
政
、
興
滅
國
、
繼
絶
世
、
舉
逸
民
、
明
養
老
。
三
年
之
後
、
蠻
夷
重

譯
而
朝
者
七
國
。
此
之
謂
存
亡
繼
絶
之
主
。
是
以
高
而
尊
之
也
。 

高
宗
と
は
、
帝
武
丁
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
を
高
き
も
の
と
し
て
宗
（
た
っ
と
）
ん
だ

の
で
、
「
高
宗
」
と
号
し
た
の
で
あ
る
。
成
湯
の
後
、
先
王
の
政
道
が
損
な
わ
れ
、

刑
法
が
背
か
れ
て
い
た
た
め
に
、
桑
穀
が
共
に
朝
廷
に
生
え
、
七
日
の
う
ち
に
両
手

で
抱
え
る
ほ
ど
に
な
っ
た
。
武
丁
は
宰
相
を
召
し
て
、
こ
れ
に
つ
い
て
問
う
た
。
宰

相
は
、
「
私
は
存
じ
て
お
り
ま
す
が
、
と
て
も
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
申
し
上
げ
ら
れ

ま
せ
ん
」
と
言
っ
た
。
そ
こ
で
同
じ
こ
と
を
祖
已
に
訊
ね
る
と
、
「
桑
穀
は
野
草
で

す
が
、
そ
れ
な
の
に
朝
廷
に
生
え
た
と
い
う
の
は
、
国
の
滅
亡
を
意
味
す
る
の
で
す
」

と
答
え
た
。
武
丁
は
恐
れ
お
の
の
き
、
身
を
慎
ん
で
徳
行
を
修
め
、
先
王
の
政
を
鑑

み
、
滅
ん
だ
国
を
復
興
し
、
断
絶
し
た
家
を
再
興
さ
せ
、
在
野
の
人
材
を
登
用
し
、

老
人
を
養
う
者
を
表
彰
し
た
。
す
る
と
、
三
年
後
に
は
、
蛮
夷
で
入
朝
す
る
も
の
が

七
国
に
も
上
っ
た
。
こ
れ
を
、
滅
亡
・
断
絶
し
そ
う
な
も
の
を
存
続
さ
せ
る
主
と
謂

う
の
で
あ
る
。
故
に
、
武
丁
を
高
き
も
の
と
し
て
尊
ぶ
の
だ
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
劉
向
の
考
え
で
は
、
災
異
を
解
消
す
る
手
段
は
、
ひ
と
え
に
善
政
の
執

行
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
成
帝
当
時
に
頻
発
し
て
い
た
災
異
に
つ
い
て
も
、

王
氏
の
専
横
を
正
せ
ば
、
解
消
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。 

 

前
漢
期
に
は
、
災
異
を
鎮
圧
す
る
た
め
の
方
術
や
儀
式
も
説
か
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、

柏
梁
台
の
火
災
の
後
、
武
帝
は
越
人
の
「
火
災
が
あ
る
と
、
宮
殿
を
よ
り
大
き
く
再
建
す

る
こ
と
に
よ
り
、
火
災
を
鎮
め
て
打
ち
勝
つ
」
と
い
う
巫
術
に
従
い
、
建
章
宮
を
築
い
た

（
『
漢
書
』
巻
二
十
五
下 

郊
祀
志
下
）
。
し
か
し
、
劉
向
は
こ
の
よ
う
な
方
術
・
儀
式
に

は
否
定
的
で
あ
っ
た
。
劉
向
の
主
張
す
る
対
処
法
と
い
う
の
は
、
ひ
た
す
ら
に
行
動
を
改

め
、
善
政
を
行
う
こ
と
の
み
で
あ
る
。
劉
向
に
と
っ
て
、
災
異
は
譴
責
で
あ
り
、
禍
を
禳

っ
て
も
政
治
を
改
め
な
け
れ
ば
意
味
は
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
災
異
に
は
、
政
治
を

改
め
る
チ
ャ
ン
ス
と
い
う
意
味
す
ら
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
劉
向
は
、
『
新
序
』
雑

事
・『
説
苑
』
君
道
に
、
そ
れ
ぞ
れ
以
下
の
話
を
収
録
し
て
い
る
。 

 

齊
有
彗
星
、
齊
侯
使
祝
禳
之
。
晏
子
曰
、
無
益
也
、
祗
取
誣
焉
。
天
道

不
謟
、
不
貳
其
命
、
若
之
何
禳
之
也
。
且
天
之
有
彗
、
以
除
穢
也
、
君

無
穢
徳
、
又
何
禳
焉
。
若
德
之
穢
、
禳
之
何
益
…
…(

中
略)

…
…
若
德
之

回
亂
、
民
將
流
亡
、
祝
史
之
爲
、
無
能
補
也
。
公
説
、
乃
止
。 

斉
に
彗
星
が
現
れ
た
。
斉
侯
は
祝
官
に
そ
れ
を
禳
わ
せ
よ
う
と
し
た
が
、
晏
子
が
言

っ
た
。
「
無
益
で
す
。
偽
り
を
行
う
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
天
道
は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ

の
命
に
誤
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
ど
う
や
っ
て
禳
う
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、
天
が
彗
を
現
し
た
と
い
う
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
穢
れ
を
除
こ
う
と
し
て
い

る
の
で
あ
り
ま
す
。
も
し
君
の
徳
に
穢
れ
が
無
け
れ
ば
、
い
っ
た
い
何
を
禳
う
と
い

う
の
で
し
ょ
う
か
。
も
し
徳
に
穢
れ
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
禳
っ
た
と
し
て
も
ど
う
な

り
ま
し
ょ
う
…
…(

中
略)

…
…
も
し
徳
が
惑
い
乱
れ
れ
ば
、
民
は
流
亡
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
祝
史
の
行
い
で
は
、
そ
れ
を
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
」
公
は
そ

れ
を
聞
い
て
喜
び
、
祭
祀
を
中
止
し
た
。(

11) 

 



 84

楚
莊
王
見
天
不
見
妖
而
地
不
出
孽
、
則
禱
於
山
川
曰
、
天
其
忘
予
歟
。

此
能
求
過
於
天
、
必
不
逆
諫
矣
。
安
不
忘
危
、
故
能
終
而
成
霸
功
焉
。 

楚
の
荘
王
は
、
天
が
妖
を
示
さ
ず
、
地
が
孽
を
出
さ
な
い
た
め
に
、
山
川
に
祈
祷
し

て
「
天
は
私
の
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
」
と
述
べ
た
。
こ
れ
は
、
過
失
に
つ

い
て
天
か
ら
の
譴
責
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
諫
言
を
必
ず

受
け
入
れ
る
と
い
う
態
度
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
安
泰
で
あ
っ
て
も
危
険
を
忘
れ

ず
に
い
た
か
ら
こ
そ(
12)
、
最
終
的
に
覇
業
を
達
成
し
た
の
で
あ
る
。 

 

ま
た
、
『
洪
範
五
行
伝
』
に
は
、
災
異
を
解
消
す
る
祭
祀
に
つ
い
て
述
べ
た
箇
所
が
あ

る
の
だ
が(

13)

、
現
存
の
資
料
を
見
る
限
り
、
劉
向
『
洪
範
五
行
伝
論
』
が
そ
れ
を
参
照

し
た
痕
跡
は
見
ら
れ
な
い
。
『
洪
範
五
行
伝
』
の
分
類
法
を
用
い
て
災
異
を
解
釈
し
た
一

方
で
、
『
洪
範
五
行
伝
』
の
述
べ
る
、
祭
祀
を
以
っ
て
災
異
を
解
消
す
る
説
は
採
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

こ
の
よ
う
な
、
徹
底
し
て
人
事
と
し
て
災
異
を
考
え
る
思
想
に
よ
っ
て
編
ま
れ
た
『
洪

範
五
行
伝
論
』
は
、
過
去
の
事
件
に
つ
い
て
洪
範
五
行
伝
に
よ
る
分
類
を
用
い
な
が
ら
論

じ
て
い
る
。
更
に
実
践
的
に
は
、
現
在
・
未
来
の
為
政
者
へ
の
警
告
集
・
教
訓
集
で
あ
り
、

政
治
改
善
の
処
方
集
と
い
う
べ
き
性
格
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

『
洪
範
五
行
伝
』
の
運
用 

 

劉
向
は
『
洪
範
五
行
伝
』
の
配
当
を
用
い
て
、『
春
秋
』『
左
伝
』
等
に
記
録
さ
れ
た
災

異
記
事
を
解
釈
し
、
『
洪
範
五
行
伝
論
』
を
著
し
た
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な

手
法
で
あ
っ
た
か
を
、
『
漢
書
』
五
行
志
に
引
か
れ
た
劉
向
説
を
引
き
な
が
ら
、
具
体
的

に
紹
介
す
る(

14)

。 
 

次
の
記
事
で
は
、
『
春
秋
』
宣
公
三
年
正
月
に
記
載
さ
れ
て
い
る
、
郊
祭
の
い
け
に
え

に
用
い
る
牛
の
口
が
傷
つ
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
「
牛
禍
」
に
分
類
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
解
釈
を
行
っ
て
い
る
。 

 

宣
公
三
年
、
郊
牛
之
口
傷
、
改
卜
牛
、
牛
死
。
劉
向
以
爲
、
近
牛
禍
也
。

是
時
宣
公
與
公
子
遂
謀
共
殺
子
赤
而
立
、
又
以
喪
娶
、
區
霿
昏
亂
…
… 

宣
公
三
年
、
郊
祭
の
た
め
の
牛
の
口
が
傷
つ
い
た
。
そ
こ
で
改
め
て
占
っ
て
別
の
牛

を
用
意
し
た
と
こ
ろ
、
牛
は
死
ん
だ
。
劉
向
は
以
下
の
よ
う
に
言
う
。
こ
れ
は
牛
禍

と
考
え
ら
れ
る
。
当
時
、
宣
公
は
公
子
遂
と
共
に
企
み
、
子
赤
を
殺
し
て
即
位
し
た
。

更
に
、
喪
中
に
婦
人
を
娶
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
暗
愚
で
混
迷
し
て
い
た
た
め
で
あ

る
…
…
。 

 

「
區
霿
昏
亂
」
と
い
う
の
は
、
「
思
心
之
不
容
」
の
咎
で
あ
る
「
霿
」
に
当
た
る(

15)

。

『
洪
範
五
行
伝
』
に
於
い
て
「
牛
禍
」
を
引
き
起
こ
す
の
は
「
思
心
之
不
容
」
で
あ
り
、

「
思
心
之
不
容
」
の
中
で
述
べ
ら
れ
る
「
霿
（
愚
昧
で
判
断
力
に
欠
く
こ
と
）」
と
い
う

状
態
を
当
時
の
状
況
に
当
て
は
め
た
結
果
、
「
牛
禍
」
の
原
因
を
宣
公
の
暗
愚
さ
と
特
定

し
た
の
で
あ
る
。 

 

次
の
記
事
で
は
、「
螽
」
を
「
介
虫
之
孼
」、
す
な
わ
ち
「
言
之
不
從
」
に
属
す
る
孼
と

解
釈
し
た
上
で(

16)

、
更
に
五
事
の
言
が
五
行
の
金
に
当
た
る
こ
と
か
ら
、
金
の
不
調
で

あ
る
「
不
従
革
」
を
引
き
起
こ
す
原
因
と
し
て
『
洪
範
五
行
伝
』
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
「
飾

城
郭
」
と
結
び
つ
け
て
解
釈
を
行
っ
て
い
る(

17)

。 

 

桓
公
五
年
秋
、
螽
。
劉
歆
以
爲
、
貪
虐
取
民
則
螽
、
介
蟲
之
孽
也
。
與

魚
同
占
。
劉
向
以
爲
、
介
蟲
之
孽
、
屬
言
不
從
。
是
歳
、
公
獲
二
國
之

聘
、
取
鼎
易
邑
、
興
役
起
城
。 

桓
公
五
年
秋
、
螽
の
害
が
あ
っ
た
。
劉
歆
は
以
下
の
よ
う
に
言
う
。
貪
欲
・
残
虐
で

民
か
ら
取
り
立
て
過
ぎ
た
の
で
螽
の
害
が
生
じ
た
。
こ
れ
は
介
虫
の
孽
で
あ
り
、
魚
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孽
と
同
じ
よ
う
に
（
「
聴
之
不
聡
」
に
応
じ
た
災
異
と
し
て
）
解
釈
さ
れ
る
。
劉
向

は
以
下
の
よ
う
に
言
う
。
介
虫
の
孽
は
、
「
言
之
不
從
」
に
属
す
。
こ
の
年
、
公
は

宋
・
鄭
二
国
か
ら
聘
物
を
受
け
、
鼎
を
取
っ
て
邑
を
交
換
し
、
民
衆
を
徴
用
し
て
城

市
を
築
い
た
。 

 

次
の
例
は
、「
青
祥
」
に
も
当
て
は
ま
り
、
ま
た
「
牛
禍
」
に
も
当
て
は
ま
る
と
し
て
、

二
重
に
解
釈
を
行
っ
て
い
る
。 

 

成
公
七
年
正
月
、
鼷
鼠
食
郊
牛
角
。
改
卜
牛
、
又
食
其
角
。
劉
向
以
爲
、

近
青
祥
、
亦
牛
旤
也
。
不
敬
而
傋
霿
之
所
致
也
…
…(

中
略)

…
…
象
季
氏

乃
陪
臣
盜
竊
之
人
、
將
執
國
命
以
傷
君
威
而
害
周
公
之
祀
也
…
…(

中
略)

…
…
成
公
怠
慢
昏
亂
、
遂
君
臣
更
執
于
晉
…
… 

成
公
七
年
正
月
、
ハ
ツ
カ
ネ
ズ
ミ
が
郊
祭
の
た
め
の
牛
の
角
を
か
じ
っ
た
。
改
め
て

占
い
、
別
の
牛
を
用
意
し
た
と
こ
ろ
、
ネ
ズ
ミ
が
ま
た
そ
の
角
を
か
じ
っ
た
。
劉
向

は
以
下
の
よ
う
に
言
う
。
こ
れ
は
青
祥
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
牛
禍
で
も
あ
る
。
不
敬

で
あ
り
、
か
つ
愚
昧
で
あ
る
た
め
に
生
じ
た
災
異
で
あ
る
…
…(
中
略)
…
…
こ
れ
は

季
氏
が
陪
臣
で
あ
り
な
が
ら
権
勢
を
盗
み
、
国
主
の
命
令
を
我
が
物
と
し
て
発
し
て

君
主
の
威
勢
を
傷
つ
け
、
周
公
の
祭
祀
を
危
う
く
さ
せ
て
い
た
こ
と
の
顕
れ
で
あ
る

…
…(

中
略)

…
…
成
公
は
怠
慢
・
暗
愚
で
あ
り
、
君
臣
が
度
々
晋
に
捕
え
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
…
… 

 

こ
こ
で
、
こ
の
災
異
は
「
不
敬
而
傋
霿
」
に
よ
っ
て
生
じ
た
と
述
べ
て
い
る
（
具
体
的
に

は
君
主
の
威
勢
を
季
氏
が
傷
つ
け
、
君
主
自
身
が
暗
愚
で
あ
っ
た
こ
と
）。「
不
敬
」
は
五

事
の
貌
の
変
調
「
不
恭
」
に
当
た
り
、
「
青
祥
」
の
原
因
で
あ
る(

18)

。
ま
た
「
傋
霿
」

は
「
思
心
之
不
容
」
の
咎
で
あ
る
「
霿
」
に
当
た
り
、「
牛
禍
」
の
原
因
で
あ
る(

19)

。 

ま
た
、『
春
秋
』
に
そ
の
例
を
見
つ
け
ら
れ
な
い
場
合
も
あ
る
。 

 

庶
徴
之
恆
寒
。
劉
向
以
爲
、
春
秋
無
其
應
。
周
之
末
世
舒
緩
微
弱
、
政

在
臣
下
、
奧
煖
而
已
。
故
籍
秦
以
爲
驗
…
…(

中
略) 

…
…
始
皇
既
冠
、
毐

懼
誅
作
亂
、
始
皇
誅
之
、
斬
首
數
百
級
、
大
臣
二
十
人
、
皆
車
裂
以
徇
、

夷
滅
其
宗
、
遷
四
千
餘
家
於
房
陵
。
是
歲
四
月
、
寒
、
民
有
凍
死
者
。

…
… 

庶
徴
の
恒
寒
。
劉
向
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
『
春
秋
』
に
は
恒
寒
の
応
が
見
当
た
ら

な
い
。
周
朝
の
末
期
は
代
々
だ
ら
け
て
権
勢
は
微
弱
で
、
政
柄
は
臣
下
に
握
ら
れ
て

い
た
の
で
、
暑
さ
ば
か
り
が
続
い
た
の
で
あ
る(

20)

。
そ
こ
で
、
秦
代
の
こ
と
を
例

証
と
す
る
…
…(

中
略) 

…
…
始
皇
帝
が
即
位
す
る
と
、
嫪
毐
は
誅
罰
を
恐
れ
て
叛
乱

を
起
こ
し
、
始
皇
帝
は
こ
れ
を
誅
殺
し
、
斬
首
は
数
百
級
に
上
り
、
大
臣
二
十
人
を

道
連
れ
に
車
裂
き
に
し
て
、
更
に
宗
族
を
皆
殺
し
に
し
、
四
千
余
家
を
房
陵
に
移
し

た
。
こ
の
年
の
四
月
、
冷
夏
と
な
り
、
人
々
の
間
で
凍
死
者
が
出
た
…
… 

 

『
洪
範
五
行
伝
論
』
執
筆
の
際
に
、
劉
向
は
『
春
秋
』
の
編
年
に
従
う
の
で
は
な
く
、「
比

類
相
從
、
各
有
條
目
（
分
類
し
て
そ
れ
ぞ
れ
に
条
目
を
立
て
）」
る
と
い
う
方
法
を
採

っ
た
、
つ
ま
り
『
洪
範
五
行
伝
』
の
挙
げ
る
災
異
項
目
に
従
っ
て
記
事
を
分
類
し
た
た
め

に
、
こ
の
よ
う
に
『
春
秋
』
に
例
が
見
出
せ
な
い
項
目
を
も
立
て
る
こ
と
に
も
な
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。 

 
そ
し
て
、
『
春
秋
』
の
災
異
記
事
の
み
な
ら
ず
、
戦
国
・
秦
、
そ
し
て
漢
代
の
災
異
を

も
『
洪
範
五
行
伝
』
に
よ
っ
て
解
釈
す
る
。 

 

昭
帝
時
、
昌
邑
王
賀
遣
中
大
夫
之
長
安
、
多
治
仄
注
冠
、
以
賜
大
臣
、

又
以
冠
奴
。
劉
向
以
爲
、
近
服
妖
也
。
時
王
賀
狂
悖
、
聞
天
子
不
豫
、
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弋
獵
馳
騁
如
故
、
與
騶
奴
宰
人
游
居
娛
戲
、
驕
嫚
不
敬
。
冠
者
尊
服
、

奴
者
賤
人
。
賀
無
故
好
作
非
常
之
冠
、
暴
尊
象
也
。
以
冠
奴
者
、
當
自

至
尊
墜
至
賤
也
。 

昭
帝
の
時
、
昌
邑
王
劉
賀
は
中
大
夫
を
長
安
に
派
遣
し
、
仄
注
冠
を
多
く
作
り
、
大

臣
に
与
え
、
更
に
は
奴
婢
に
ま
で
か
ぶ
ら
せ
た
。
劉
向
は
以
下
の
よ
う
に
言
う
。
こ

れ
は
服
妖
と
考
え
ら
れ
る
。
当
時
、
昌
邑
王
劉
賀
は
常
軌
を
逸
し
、
天
子
が
快
く
思

っ
て
い
な
い
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
相
変
わ
ら
ず
狩
猟
に
駆
け
ず
り
ま
わ
り
、
馬
飼

の
奴
婢
や
料
理
人
と
い
っ
た
輩
と
ほ
う
ぼ
う
へ
行
っ
て
遊
び
ま
わ
り
、
驕
り
高
ぶ
っ

て
敬
意
が
無
か
っ
た
。
冠
は
衣
服
の
中
で
も
尊
い
物
で
あ
り
、
奴
婢
は
人
間
の
中
で

も
賤
し
い
者
で
あ
る
。
劉
賀
が
理
由
も
な
く
通
常
と
異
な
る
冠
を
作
っ
た
の
は
、
突

然
尊
位
に
昇
る
こ
と
の
前
触
れ
で
あ
る
。
奴
婢
に
冠
を
か
ぶ
せ
た
の
は
、
自
分
か
ら

至
尊
か
ら
至
賎
へ
と
転
落
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

「
服
妖
」
は
「
貌
之
不
恭
」
に
属
す
る
災
異
で
あ
り(

21)

、
五
事
の
貌
は
五
行
の
木
に
当

た
る
。
そ
し
て
、「
不
敬
」
は
「
貌
之
不
恭
」
に
当
た
り
、
ま
た
、
盛
ん
に
「
弋
獵
馳
騁
」

す
る
こ
と
は
木
の
変
調
を
引
き
起
こ
す
と
さ
れ
る(

22)

。 
 

以
上
の
よ
う
に
、
劉
向
『
洪
範
五
行
伝
論
』
は
、
災
異
を
『
洪
範
五
行
伝
』
に
従
っ
て

五
行
・
五
事
・
皇
極
の
十
一
項
目
に
振
り
分
け
、
そ
れ
ら
の
不
調
を
引
き
起
こ
す
原
因
と

し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
事
柄
と
関
連
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
時
の
何
が
悪
く
、
改
め

る
べ
き
で
あ
っ
た
か
を
具
体
的
に
説
明
し
て
い
る
。 

後
に
、
班
固
は
、
陰
陽
の
理
屈
に
よ
っ
て
災
異
を
解
釈
す
る
手
法
を
「
假
經
設
誼
、
依

託
象
類
、
或
不
免
乎
、
億
則
屢
中
（
経
典
を
用
い
て
解
釈
を
行
い
、
象
徴
や
同
類
と
い
っ

た
こ
と
に
依
拠
し
て
論
を
組
み
立
て
た
が
、
大
概
は
『
色
々
し
て
み
た
ら
い
く
つ
か
当
た

っ
た
』
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
）
」
と
批
判
し
た(

23)

。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、

劉
向
『
洪
範
五
行
伝
論
』
を
藍
本
と
し
、
『
洪
範
五
行
伝
』
の
分
類
に
拠
っ
て
『
春
秋
』

等
の
災
異
記
事
を
解
釈
す
る
五
行
志
を
『
漢
書
』
の
中
に
創
設
し
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

五
行
志
の
冒
頭
で
は
、 

 

周
道
敝
、
孔
子
述
春
秋
、
則
乾
坤
之
陰
陽
、
效
洪
範
之
咎
徴
、
天
人
之

道
粲
然
著
矣
。 

周
の
政
治
が
衰
え
る
と
、
孔
子
は
『
春
秋
』
を
ま
と
め
た
。
そ
の
際
に
は
、
易
の
乾

坤
に
示
さ
れ
た
陰
陽
の
理
に
法
り
、
洪
範
に
示
さ
れ
た
咎
徴
の
戒
め
に
従
っ
た
。
こ

う
し
て
、
天
人
の
関
係
が
は
っ
き
り
と
明
ら
か
に
な
っ
た
。 

 

と
ま
で
述
べ
、
孔
子
が
易
や
洪
範
九
疇
に
基
づ
く
災
異
解
釈
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
考
え

を
示
し
て
い
る
。
逆
に
言
え
ば
、
後
人
は
、
易
や
洪
範
九
疇
（
及
び
そ
れ
を
詳
細
に
解
釈

し
た
『
洪
範
五
行
伝
』
）
に
則
っ
て
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
『
春
秋
』
に
示
さ
れ

た
「
天
人
之
道
」
を
理
解
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
劉
向
の
手
法
を
非
常

に
高
く
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

易
説
の
多
用 

 

劉
向
『
洪
範
五
行
伝
論
』
に
は
、
い
く
つ
か
『
周
易
』
の
字
句
や
易
説
を
用
い
た
災
異

解
釈
が
見
ら
れ
る
。
以
下
、
五
行
志
の
引
く
劉
向
説
で
あ
る
。 

 

書
序
又
曰
、
高
宗
祭
成
湯
、
有
蜚
雉
登
鼎
耳
而
雊
。
祖
己
曰
、
惟
先
假

王
、
正
厥
事
。
劉
向
以
爲
、
雉
雊
鳴
者
、
雄
也
、
以
赤
色
爲
主
。
於
易
、

離
爲
雉
、
雉
、
南
方
、
近
赤
祥
也
。 

書
序
に
ま
た
、
「
高
宗
が
成
湯
を
祀
っ
た
時
に
、
雉
が
飛
ん
で
来
て
鼎
に
止
ま
っ
て

鳴
い
た
。
祖
己
は
、『
至
道
の
先
王
た
ち
は
、（
こ
の
よ
う
な
も
の
を
見
れ
ば
）
行
い

を
正
し
た
も
の
で
す
』
と
述
べ
た
」
と
あ
る(

24)

。
劉
向
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
雉
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で
鳴
く
の
は
雄
で
あ
り
、
色
は
主
に
赤
で
あ
る
。
ま
た
、
易
で
は
、
離
は
雉
と
さ
れ

る
の
で
、
雉
は
南
方
で
あ
り
、
従
っ
て
赤
祥
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

こ
こ
で
「
於
易
、
離
為
雉
」
と
い
う
の
は
、
『
周
易
』
説
卦
伝
の
「
離
為
雉
」
の
句
で
あ

り
、
ま
た
や
は
り
説
卦
伝
「
離
也
者
、
明
也
。
萬
物
皆
相
見
、
南
方
之
卦
也
」
に
よ
り
、

こ
れ
が
南
方
に
当
た
る
こ
と
が
分
か
る
。
南
方
は
五
行
で
は
火
で
あ
り
、
五
色
で
は
赤
に

当
た
る
。
従
っ
て
雉
の
災
異
を
「
赤
祥
」
と
し
た
の
で
あ
る
。 

 

次
の
二
例
で
は
、
十
二
消
息
卦(
25)

に
拠
っ
て
気
候
を
説
明
し
、
災
異
を
解
釈
し
て
い

る
。 

 

僖
公
三
十
三
年
十
二
月
、
隕
霜
不
殺
草
。
劉
歆
以
爲
、
草
妖
也
。
劉
向

以
爲
、
今
十
月
、
周
十
二
月
。
於
易
、
五
爲
天
位
、
君
位
。
九
月
陰
氣

至
五
、
通
於
天
位
、
其
卦
爲
剝
、
剝
落
萬
物
、
始
大
殺
矣
、
明
陰
從
陽

命
、
臣
受
君
令
而
後
殺
也
。
今
十
月
隕
霜
而
不
能
殺
草
、
此
君
誅
不
行
、

舒
緩
之
應
也
。
是
時
公
子
遂
顓
權
、
三
桓
始
世
官
。
天
戒
若
曰
、
自
此

之
後
、
將
皆
爲
亂
矣
。
文
公
不
寤
、
其
後
遂
殺
子
赤
、
三
家
逐
昭
公
。 

僖
公
三
十
三
年
十
二
月
、
霜
が
降
り
て
も
草
が
枯
れ
な
か
っ
た
。
劉
歆
は
、
こ
れ
を

草
妖
と
言
う
。
劉
向
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
今
の
十
月
は
、
周
の
十
二
月
で
あ
る
。

易
で
は
、
第
五
爻
は
天
の
位
で
あ
り
、
君
の
位
で
あ
る
。
九
月
に
は
陰
気
が
第
五
爻

に
至
り
、
天
の
位
に
達
す
る
。
こ
の
卦
は
剥
☶
☷
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
月
に

は
万
物
を
剥
落
さ
せ
、
本
格
的
に
枯
ら
し
始
め
る
。
こ
れ
は
陰
が
陽
の
命
に
従
い
、

臣
が
君
の
令
を
受
け
て
、
そ
し
て
誅
殺
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ

で
は
十
月
に
霜
が
降
り
て
も
草
を
枯
ら
せ
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
君
の
誅
罰
が
実
行

さ
れ
ず
、
弛
緩
し
て
い
る
こ
と
へ
の
応
徴
で
あ
る
。
当
時
、
公
子
遂
が
専
横
し
、
三

桓
が
官
位
を
世
襲
す
る
よ
う
に
な
り
始
め
て
い
た
。
天
が
「
こ
れ
以
後
、
き
っ
と
皆

が
乱
を
起
こ
す
だ
ろ
う
」
と
い
う
よ
う
に
戒
し
め
た
の
で
あ
る
。
文
公
は
そ
の
こ
と

を
察
知
せ
ず
、
後
に
遂
が
子
赤
を
殺
し
、
ま
た
三
桓
が
昭
公
を
追
放
し
て
し
ま
っ
た
。 

 

定
公
元
年
十
月
、
隕
霜
殺
菽
。
劉
向
以
爲
、
周
十
月
、
今
八
月
也
。
消

卦
爲
觀
。
陰
氣
未
至
君
位
而
殺
、
誅
罰
不
由
君
出
、
在
臣
下
之
象
也
。

是
時
季
氏
逐
昭
公
、
公
死
于
外
、
定
公
得
立
、
故
天
見
災
以
視
公
也
…

… 定
公
元
年
十
月
、
霜
が
降
り
て
豆
を
枯
ら
し
た
。
劉
向
は
以
下
の
よ
う
に
言
う
。
周

の
十
月
は
今
の
八
月
に
当
た
る
。
消
息
卦
で
は
八
月
を
観
☴
☷
と
す
る
。
陰
気
が
君

位
（
第
五
爻
）
ま
で
至
っ
て
い
な
い
の
に
豆
を
枯
ら
し
た
と
い
う
の
は
、
誅
罰
が
君

主
か
ら
で
は
な
く
、
臣
下
か
ら
出
て
い
る
こ
と
の
象
徴
で
あ
る
。
こ
の
時
、
季
氏
が

昭
公
を
追
い
出
し
、
公
は
外
国
で
死
に
、
定
公
が
即
位
し
た
の
で
、
天
が
災
を
表
し

て
定
公
に
示
し
た
の
だ
…
… 

  

ま
た
、
次
の
例
も
易
説
を
用
い
て
解
釈
を
行
っ
て
い
る(

26)

。 

 

隱
公
九
年
三
月
癸
酉
、
大
雨
、
震
電
。
庚
辰
、
大
雨
雪
…
…(

中
略)

…
…

劉
向
以
爲
、
周
三
月
、
今
正
月
也
、
當
雨
水
、
雪
雜
雨
。
雷
電
未
可
以

發
也
、
既
已
發
也
、
則
雪
不
當
復
降
。
皆
失
節
、
故
謂
之
異
。
於
易
、

雷
以
二
月
出
、
其
卦
日
豫
、
言
萬
物
隨
雷
出
地
、
皆
逸
豫
也
。
以
八
月

入
、
其
卦
曰
歸
妹
、
言
雷
復
歸
。 

隠
公
九
年
三
月
癸
酉
、
大
雨
が
降
り
、
雷
電
が
生
じ
た
。
庚
辰
に
は
大
雪
が
降
っ
た

…
…(
中
略)

…
…
劉
向
は
以
下
の
よ
う
に
言
う
。
周
の
三
月
は
、
今
の
正
月
に
当
た

る
。
雨
が
降
る
べ
き
で
あ
る
の
に
雪
が
混
じ
り
、
雷
電
が
発
す
る
べ
き
で
は
な
い
の

に
発
し
た
。
雷
電
が
発
し
た
ら
雪
は
も
う
降
る
べ
き
で
は
な
い
。
い
ず
れ
も
時
節
を
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失
し
た
も
の
で
あ
り
、
故
に
異
と
謂
う
。
易
で
は
、
雷
は
二
月
に
出
る
も
の
と
さ
れ
、

そ
の
卦
は
豫
☳
☷
で
あ
る
。
万
物
が
雷
に
伴
っ
て
地
を
出
、
全
て
が
安
ら
ぐ
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
八
月
に
地
に
入
り
、
そ
の
卦
は
帰
妹
☳
☱
で
あ
る
。
雷
が
ま
た
帰
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

  

以
上
の
よ
う
に
、
劉
向
は
、『
春
秋
』
の
災
異
記
事
を
『
洪
範
五
行
伝
』
の
み
な
ら
ず
、

易
説
を
も
用
い
て
解
釈
し
た
。
ま
た
、
最
初
の
例
で
は
、
書
序
の
災
異
記
事
を
解
釈
す
る

た
め
に
、
説
卦
伝
に
よ
っ
て
災
異
記
事
を
五
行
の
火
へ
配
当
し
、
更
に
そ
れ
に
よ
っ
て
『
洪

範
五
行
伝
』
の
「
赤
祥
」
に
割
り
当
て
て
い
る
。
董
仲
舒
が
専
ら
陰
陽
に
よ
っ
て
『
春
秋
』

の
災
異
記
事
を
解
釈
し(

27)

、『
春
秋
』
以
外
の
経
典
を
用
い
な
か
っ
た
の
と
は
異
な
り
、

一
つ
の
経
典
を
解
釈
す
る
た
め
に
、
多
く
の
経
典
を
複
合
的
に
関
連
付
け
て
用
い
た
の
で

あ
る
。
こ
れ
が
、
劉
向
の
五
行
説
運
用
の
特
徴
と
謂
え
る
だ
ろ
う
。 

 

漢
志
に
見
え
る
「
説
曰
」
に
つ
い
て 

 

『
漢
書
』
五
行
志
に
は
、
各
五
行
・
五
事
・
皇
極
の
冒
頭
に
「
傳
曰
」
が
引
か
れ
、
そ

の
後
に
「
説
曰
」
が
続
く
。
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
特
に
説
明
が
無
い
が
、
「
傳
曰
」
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
が
『
洪
範
五
行
伝
』
の
文
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る(
28)

。
一
方
、

「
説
曰
」
が
何
者
の
説
で
あ
る
か
は
、
議
論
が
あ
る
。
筆
者
は
こ
れ
を
、
劉
向
が
『
洪
範

五
行
伝
』
を
解
釈
・
運
用
す
る
上
で
依
拠
し
た
説
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な

く
、
「
説
曰
」
の
中
に
は
劉
向
の
説
も
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

と
も
あ
れ
、
こ
の
「
説
曰
」
は
、
劉
向
の
災
異
説
・
『
洪
範
五
行
伝
』
解
釈
と
よ
く
噛
み

合
い
、
学
術
の
性
質
と
し
て
も
よ
く
似
て
い
る
。 

 

○
「
説
曰
」
が
『
洪
範
五
行
伝
』
の
内
容
に
準
拠
し
て
い
る
こ
と 

ま
ず
、「
説
曰
」
の
特
徴
と
し
て
、「
傳
曰
」
即
ち
『
洪
範
五
行
伝
』
の
内
容
に
準
拠
し
、

そ
の
文
言
に
つ
い
て
詳
細
な
説
明
を
加
え
た
文
面
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

例
と
し
て
、「
木
不
曲
直
」
の
箇
所
を
挙
げ
る
。 

 

傳
曰
、
田
獵
不
宿
、
飲
食
不
享
、
出
入
不
節
、
奪
民
農
時
、
及
有
姦
謀
、

則
木
不
曲
直
。 

伝
に
云
う
。
狩
猟
し
て
休
ま
な
か
っ
た
り
、
飲
食
に
節
度
を
失
っ
た
り
、
出
入
り
に

節
度
が
無
か
っ
た
り
、
（
農
繁
期
に
人
々
を
使
役
し
て
）
農
事
を
妨
げ
た
り
、
悪
事

を
企
ん
だ
り
す
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
木
は
曲
げ
た
り
伸
ば
し
た
り
で
き
な
く
な
る
。 

 

説
曰
、
木
、
東
方
也
。
於
易
、
地
上
之
木
爲
觀
。
其
於
王
事
、
威
儀
容

貌
亦
可
觀
者
也
。
故
行
步
有
佩
玉
之
度
、
登
車
有
和
鸞
之
節
、
田
狩
有

三
驅
之
制
、
飲
食
有
享
獻
之
禮
、
出
入
有
名
、
使
民
以
時
、
務
在
勸
農

桑
、
謀
在
安
百
姓
。
如
此
則
木
得
其
性
矣
。
若
乃
田
獵
馳
騁
、
不
反
宮

室
、
飲
食
沈
湎
、
不
顧
法
度
、
妄
興
繇
役
、
以
奪
民
時
、
作
爲
姦
詐
、

以
傷
民
財
、
則
木
失
其
性
矣
。
蓋
工
匠
之
爲
輪
矢
者
多
傷
敗
、
及
木
爲

變
怪
、
是
爲
木
不
曲
直
。 

説
に
云
う
。
木
は
東
方
で
あ
る
。
易
で
は
、
地
（
坤
）
の
上
の
木
（
巽
）
を
観
☴
☷

（
坤
下
巽
上
）
と
す
る
。
王
事
に
於
い
て
は
、
威
儀
容
貌
が
、
観
え
る
も
の
に
当
て

は
ま
る
。
そ
の
た
め
に
、
歩
行
の
際
に
は
佩
玉
に
よ
っ
て
、
車
に
乗
る
際
は
和
・
鸞

の
鈴
に
よ
っ
て
速
度
を
調
節
し
、
狩
を
す
る
時
に
は
三
駆
の
制
度
が
あ
り
、
飲
食
に

は
享
め
る
際
の
礼
が
あ
り
、
宮
室
へ
の
出
入
で
は
名
分
を
必
要
と
し
、
民
を
使
役
す

る
の
に
は
適
切
な
時
を
選
び
、
農
業
・
養
蚕
の
奨
励
に
努
め
、
万
民
を
安
ん
ず
る
よ

う
に
思
案
す
る
。
こ
の
よ
う
に
す
れ
ば
、
木
は
性
質
を
全
う
す
る
。
も
し
、
狩
猟
に

駆
け
回
っ
て
宮
室
に
戻
ら
ず
、
飲
食
に
耽
っ
て
規
則
を
守
ら
ず
、
労
役
を
む
や
み
に

起
こ
し
て
人
々
の
時
を
奪
い
、
邪
悪
な
謀
略
で
民
の
財
を
傷
つ
け
れ
ば
、
木
は
そ
の
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性
質
を
失
う
。
車
輪
や
矢
を
作
る
職
人
の
仕
事
が
失
敗
だ
ら
け
に
な
っ
た
り
、
木
が

異
変
を
起
こ
し
た
り
す
る
と
い
う
の
は
、
木
が
曲
げ
た
り
伸
ば
し
た
り
で
き
な
く
な

る
こ
と
に
当
て
は
ま
る
。 

 

「
説
曰
」
の
「
田
狩
有
三
驅
之
制
／
田
獵
馳
騁
不
反
宮
室
」
、「
飲
食
有
享
獻
之
禮
／
飲
食

沈
湎
」
、「
出
入
有
名
／
不
顧
法
度
」
、「
使
民
以
時
務
在
勸
農
桑
／
妄
興
繇
役
以
奪
民
時
」、

「
謀
在
安
百
姓
／
作
爲
姦
詐
以
傷
民
財
」「
如
此
則
木
得
其
性
矣
／
則
木
失
其
性
矣
」
は
、

そ
れ
ぞ
れ
『
洪
範
五
行
伝
』
の
「
田
獵
不
宿
」「
飲
食
不
享
」「
出
入
不
節
」「
奪
民
農
時
」

「
有
姦
謀
」
「
則
木
不
曲
直
」
に
対
応
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
良
い
あ
り
方
と
悪
い
あ
り
方
に

つ
い
て
説
明
し
て
い
る
。 

ま
た
、「
火
不
炎
上
」
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
。 

 

傳
曰
、
棄
法
律
、
逐
功
臣
、
殺
太
子
、
以
妾
爲
妻
、
則
火
不
炎
上
。 

伝
に
云
う
。
法
律
を
な
い
が
し
ろ
に
し
た
り
、
功
臣
を
追
い
出
し
た
り
、
太
子
を
殺

し
た
り
、
妾
を
妻
に
し
た
り
す
る
と
、
火
が
燃
え
上
が
ら
な
く
な
る
。 

 

説
曰
、
火
、
南
方
、
揚
光
煇
爲
明
者
也
。
其
於
王
者
、
南
面
郷
明
而
治
。

書
云
、
知
人
則
悊
、
能
官
人
。
故
堯
舜
舉
羣
賢
而
命
之
朝
、
遠
四
佞
而

放
諸
貪
。
孔
子
曰
、
浸
潤
之
譖
・
膚
受
之
訴
不
行
焉
、
可
謂
明
矣
。
賢

佞
分
別
、
官
人
有
序
、
帥
由
舊
章
、
敬
重
功
勳
、
殊
別
適
庶
、
如
此
則

火
得
其
性
矣
。
若
乃
信
道
不
篤
、
或
燿
虚
僞
、
讒
夫
昌
、
邪
勝
正
、
則

火
失
其
性
矣
。
自
上
而
降
、
及
濫
炎
妄
起
、
災
宗
廟
、
燒
宮
館
、
雖
興

師
衆
、
弗
能
救
也
、
是
爲
火
不
炎
上
。 

説
に
云
う
。
火
は
南
方
で
、
光
を
発
し
て
輝
く
も
の
で
あ
る
。
王
者
に
於
い
て
は
、

「
南
面
し
、
明
る
い
方
向
に
向
い
て
政
治
を
行
う
」
の
で
あ
る(

29)

。
ま
た
、
『
書

経
』
に
「
人
を
知
る
者
は
悊
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
人
を
う
ま
く
登
用
で
き
る
」
と

言
う(

30)

。
故
に
堯
・
舜
は
賢
人
た
ち
を
登
用
し
て
朝
廷
に
出
仕
さ
せ
、
四
佞
（
共

工
・
驩
兜
・
三
苗
・
鯀
）
を
遠
ざ
け
て
貪
欲
な
も
の
た
ち
を
放
逐
し
た
。
孔
子
は
「
沁

み
こ
む
よ
う
な
誹
謗
や
肌
を
刺
す
よ
う
な
訴
え
が
行
わ
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
明
と

謂
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
言
っ
た 

(

31)

。
賢
人
・
佞
人
が
き
ち
ん
と
区
別
さ
れ
、

人
の
登
用
に
秩
序
が
あ
り
、
古
い
決
ま
り
に
従
い
、
功
労
者
を
敬
い
、
適
子
・
庶
子

の
区
別
を
は
っ
き
り
さ
せ
れ
ば
、
火
は
正
し
き
性
質
を
全
う
す
る
。
も
し
、
道
を
あ

ま
り
信
じ
ず
、
虚
偽
が
栄
え
、
讒
言
を
行
う
者
が
用
い
ら
れ
、
邪
が
正
に
勝
て
ば
、

火
は
そ
の
性
質
を
失
う
。
火
が
上
か
ら
下
に
降
り
、
火
炎
が
み
だ
り
に
生
じ
、
宗
廟

を
焼
き
、
宮
館
を
燃
や
し
、
大
勢
を
動
員
し
て
も
食
い
止
め
ら
れ
な
い
と
い
う
の
は
、

火
が
炎
上
し
な
い
こ
と
に
当
て
は
ま
る
。 

 

「
棄
法
律
」
に
つ
い
て
「
帥
由
舊
章
」
「
信
道
不
篤
」
、
「
逐
功
臣
」
に
つ
い
て
「
賢
佞
分

別
，
官
人
有
序
」「
敬
重
功
勳
」「
或
燿
虚
僞
、
讒
夫
昌
、
邪
勝
正
」
、「
殺
太
子
」
に
つ
い

て
「
殊
別
適
庶
」
、
「
則
火
不
炎
上
」
に
つ
い
て
「
如
此
則
火
得
其
性
矣
」
「
則
火
失
其
性

矣
」
が
、
そ
れ
ぞ
れ
対
応
し
て
い
る
。 

 

ま
た
、
こ
う
し
た
五
行
に
つ
い
て
の
「
説
曰
」
の
内
容
は
、
全
て
、
「
①
概
説 

②
あ

る
べ
き
様
子 

③
あ
る
べ
き
で
な
い
様
子 

④
災
異
の
具
体
例
」
の
順
に
並
ん
で
い
る
。

い
ず
れ
の
項
目
で
も
、
①
で
は
「
木
、
東
方
也
」
「
火
、
南
方
」
と
し
て
方
位
へ
の
配
当

か
ら
説
き
始
め
、
②
で
は
「
其
於
…
…
如
此
則
○
得
其
性
矣
／
○
得
其
性
矣
」（
「
○
」
に

は
五
行
の
い
ず
れ
か
が
入
る
）
、
③
で
は
「
若
乃
…
…
則
○
失
其
性
矣
」
と
い
う
形
に
し
、

④
は
「
是
爲
木
不
曲
直
」
「
是
爲
火
不
炎
上
」
と
い
っ
た
末
尾
で
締
め
く
く
る
。
こ
の
よ

う
に
、
『
易
』
や
『
尚
書
』
や
『
論
語
』
の
言
葉
と
結
び
付
け
て
『
洪
範
五
行
伝
』
の
内

容
を
説
明
し
つ
つ
、
形
式
が
非
常
に
整
っ
て
い
る
の
が
「
説
曰
」
の
特
徴
で
あ
る
。 

 

五
事
や
皇
極
に
つ
い
て
の
「
説
曰
」
に
も
、
同
様
の
こ
と
が
当
て
は
ま
る
。
す
な
わ
ち
、
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以
下
の
よ
う
に
「
①
概
説 

②
咎 

③
罰 

④
極 

⑤
妖 

⑥
孽 

⑦
禍 

⑧
痾 

⑨

眚
・
祥 

⑩
沴 

⑪
福
」
に
区
分
で
き
る
。 

  
 

傳
曰
、
貌
之
不
恭
、
是
謂
不
肅
。
厥
咎
狂
、
厥
罰
恆
雨
、
厥
極
惡
。
時

則
有
服
妖
、
時
則
有
龜
孽
、
時
則
有
雞
旤
、
時
則
有
下
體
生
上
之
痾
、

時
則
有
青
眚
青
祥
。
唯
金
沴
木
。 

伝
に
云
う
。
容
貌
が
恭
し
く
な
い
こ
と
、
こ
れ
を
不
粛
（
厳
粛
で
は
な
い
）
と
い
う
。

こ
れ
に
よ
り
起
こ
る
咎
徴
は
狂
で
、
罰
は
時
宜
を
得
な
い
長
雨
、
六
極
は
悪
に
当
た

る
。
時
に
衣
服
の
妖
が
起
こ
り
、
時
に
亀
の
孽
が
起
こ
り
、
時
に
鶏
の
禍
が
起
こ
り
、

時
に
下
半
身
の
も
の
が
上
半
身
に
生
え
る
と
い
う
痾
が
起
こ
り
、
時
に
青
色
の
眚
・

祥
が
現
れ
る
。
こ
れ
ら
は
金
が
木
を
損
ね
た
の
で
あ
る
。 

 
 

 

（
説
曰
、）
①
貌
之
不
恭
、
是
謂
不
肅
。
肅
、
敬
也
。
内
曰
恭
、
外
曰

敬
。
②
人
君
行
己
、
體
貌
不
恭
、
怠
慢
驕
蹇
、
則
不
能
敬
萬
事
、
失
在

狂
易
、
故
其
咎
狂
也
。
③
上
嫚
下
暴
、
則
陰
氣
勝
、
故
其
罰
常
雨
也
。

④
水
傷
百
穀
、
衣
食
不
足
、
則
姦
軌
並
作
、
故
其
極
惡
也
。
一
曰
、
民

多
被
刑
、
或
形
貌
醜
惡
、
亦
是
也
。
⑤
風
俗
狂
慢
、
變
節
易
度
、
則
爲

剽
輕
奇
怪
之
服
、
故
有
服
妖
。
⑥
水
類
動
、
故
有
龜
孽
。
⑦
於
易
、
巽

爲
雞
、
雞
有
冠
距
文
武
之
貌
、
不
爲
威
儀
、
貌
氣
毀
、
故
有
雞
旤
。
一

曰
、
水
歳
雞
多
死
及
爲
怪
、
亦
是
也
。
⑧
上
失
威
儀
、
則
下
有
彊
臣
害

君
上
者
、
故
有
下
體
生
於
上
之
痾
。
⑨
木
色
青
、
故
有
青
眚
青
祥
。
⑩

凡
貌
傷
者
、
病
木
氣
、
木
氣
病
、
則
金
沴
之
、
衝
氣
相
通
也
。
③
於
易
、

震
在
東
方
、
爲
春
爲
木
也
。
兌
在
西
方
、
爲
秋
爲
金
也
。
離
在
南
方
、

爲
夏
爲
火
也
。
坎
在
北
方
、
爲
冬
爲
水
也
。
春
與
秋
、
日
夜
分
、
寒
暑

平
、
是
以
金
木
之
氣
易
以
相
變
、
故
貌
傷
則
致
秋
陰
常
雨
、
言
傷
則
致

春
陽
常
旱
也
。
至
於
冬
夏
、
日
夜
相
反
、
寒
暑
殊
絶
、
水
火
之
氣
不
得

相
併
、
故
視
傷
常
奧
、
聽
傷
常
寒
者
、
其
氣
然
也
。
⑪
逆
之
、
其
極
曰

惡
、
順
之
、
其
福
曰
攸
好
德
。 

「
容
貌
が
恭
し
く
な
い
こ
と
、
こ
れ
を
不
粛
と
い
う
」
と
言
う
。
「
肅
」
と
は
敬
の

こ
と
で
あ
る
。
内
心
に
つ
い
て
「
恭
」
と
謂
い
、
外
面
に
つ
い
て
「
敬
」
と
謂
う
。

人
君
が
行
動
す
る
際
に
、
容
貌
が
恭
し
く
な
く
、
怠
慢
で
驕
り
高
ぶ
り
、
万
事
を
敬

虔
に
こ
な
す
こ
と
が
で
き
ず
、
狂
気
じ
み
て
異
常
な
状
態
と
な
る
。
故
に
そ
の
咎
は

狂
な
の
で
あ
る
。
上
が
怠
慢
で
下
が
粗
暴
で
あ
れ
ば
、
陰
気
が
勝
つ
。
故
に
そ
の
罰

は
常
雨
な
の
で
あ
る
。
降
雨
・
洪
水
が
穀
物
を
害
し
て
衣
食
が
足
り
な
く
な
れ
ば
、

悪
事
が
起
こ
る
。
故
に
そ
の
極
は
悪
な
の
で
あ
る
。
一
説
に
、
民
に
刑
罰
を
受
け
る

も
の
が
多
く
な
り
、
容
貌
が
醜
悪
に
な
る
た
め
と
い
う
。
こ
れ
も
ま
た
妥
当
で
あ
る
。

風
俗
が
狂
慢
に
な
り
、
節
度
を
踏
み
外
し
、
軽
率
奇
怪
な
服
装
と
な
り
、
故
に
服
妖

が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
水
に
棲
む
者
が
動
く
の
で
、
故
に
亀
孽
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

易
で
は
、
巽
は
鶏
に
当
た
り
、
鶏
が
と
さ
か
と
爪
を
持
つ
の
は
文
武
を
兼
ね
備
え
た

容
貌
で
あ
る
が
、
威
儀
が
失
わ
れ
る
と
そ
の
容
貌
も
失
わ
れ
、
故
に
鶏
禍
が
生
じ
る

の
で
あ
る
。
一
説
に
は
、
洪
水
が
あ
っ
た
年
に
は
鶏
が
数
多
く
死
に
、
そ
れ
が
怪
を

な
す
こ
と
と
云
う
。
こ
れ
も
ま
た
妥
当
で
あ
る
。
上
が
威
儀
を
失
え
ば
、
下
の
強
臣

が
君
主
を
損
な
う
と
い
う
こ
と
も
起
こ
る
の
で
あ
り
、
故
に
下
半
身
の
も
の
が
上
半

身
に
生
じ
る
と
い
う
痾
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
木
の
色
は
青
く
、
故
に
青
眚
・
青
祥

が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
お
よ
そ
貌
が
損
な
わ
れ
れ
ば
、
木
の
気
が
傷
つ
き
、
そ
こ
で

木
の
気
が
傷
つ
け
ば
、
金
が
そ
れ
を
損
な
う
。
こ
れ
は
、
衝
突
す
る
気
（
木
←
→
金
、

火
←
→
水
）
が
相
通
ず
る
た
め
で
あ
る
。
易
で
は
、
震
は
東
方
に
あ
り
、
春
・
木
で

あ
る
。
兌
は
西
方
に
あ
り
、
秋
・
金
で
あ
る
。
離
は
南
方
に
あ
り
、
夏
・
火
で
あ
る
。

坎
は
北
方
に
あ
り
、
冬
・
水
で
あ
る
。
春
と
秋
と
で
は
、
と
も
に
昼
夜
が
等
し
く
、

寒
暑
も
平
均
で
、
そ
の
た
め
に
金
気
・
木
気
は
互
い
に
変
化
し
、
貌
が
損
な
わ
れ
て
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秋
陰
の
常
雨
を
呼
び
起
こ
し
、
言
が
損
な
わ
れ
て
春
陽
の
常
旱
を
呼
び
起
こ
す
と
い

う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
冬
と
夏
と
で
は
、
昼
夜
の
時
間
は
反
対
で
、
寒
暑
も
全

く
異
な
る
こ
と
か
ら
、
水
気
・
火
気
は
兼
ね
合
う
こ
と
が
で
き
ず
、
故
に
視
が
損
な

わ
れ
た
時
は
常
奧
で
、
聴
が
損
な
わ
れ
た
時
は
常
寒
と
な
り
、
そ
の
気
自
体
に
対
応

し
た
も
の
が
起
こ
る
の
で
あ
る
。
貌
の
正
し
く
な
い
あ
り
方
に
よ
っ
て
生
じ
る
極

（
六
極
）
は
悪
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
と
は
反
対
に
、
あ
り
方
を
正
し
く
し
た
場
合

に
生
じ
る
福
（
五
福
）
は
攸
好
徳
（
善
行
を
好
む
こ
と
）
で
あ
る(

32)

。 

   
 

傳
曰
、
視
之
不
明
、
是
謂
不
悊
。
厥
咎
舒
、
厥
罰
恆
奧
、
厥
極
疾
。
時

則
有
草
妖
、
時
則
有
蠃
蟲
之
孽
、
時
則
有
羊
旤
、
時
則
有
目
痾
、
時
則

有
赤
眚
赤
祥
。
惟
水
沴
火
。 

目
が
明
る
く
な
い
こ
と
を
、
こ
れ
を
不
哲
（
判
断
力
が
無
い
）
と
い
う
。
こ
れ
に
よ

り
起
こ
る
咎
徴
は
舒
で
あ
り
、
罰
は
暖
冬
で
あ
り
、
六
極
で
は
疾
（
疾
病
）
で
あ
る
。

時
に
草
木
の
妖
が
起
こ
り
、
時
に
蠃
虫
の
孽
が
起
こ
り
、
時
に
羊
の
禍
が
起
こ
り
、

時
に
赤
色
の
眚
・
祥
が
現
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
水
が
火
を
損
ね
た
の
で
あ
る
。 

 
 

 

（
説
曰
、
）
①
視
之
不
明
、
是
謂
不
悊
。
悊
、
知
也
。
②
詩
云
、
爾
德

不
明
、
以
亡
陪
亡
卿
。
不
明
爾
德
、
以
亡
背
亡
仄
。
言
上
不
明
、
暗
昧

蔽
惑
、
則
不
能
知
善
惡
、
親
近
習
、
長
同
類
、
亡
功
者
受
賞
、
有
罪
者

不
殺
、
百
官
廢
亂
、
失
在
舒
緩
、
故
其
咎
舒
也
。
③
盛
夏
日
長
、
暑
以

養
物
、
政
氈
緩
、
故
其
罰
常
奧
也
。
④
奧
則
冬
温
、
春
夏
不
和
、
傷
病

民
人
、
故
極
疾
也
。
⑤
誅
不
行
則
霜
不
殺
草
、
繇
臣
下
則
殺
不
以
時
、

故
有
草
妖
。
凡
妖
、
貌
則
以
服
、
言
則
以
詩
、
聽
則
以
聲
。
視
則
以
色

者
、
五
色
物
之
大
分
也
、
在
於
眚
祥
、
故
聖
人
以
爲
草
妖
、
失
秉
之
明

者
也
。
⑥
温
奧
生
蟲
、
故
有
蠃
蟲
之
孽
、
謂
螟
螣
之
類
當
死
不
死
、
未

當
生
而
生
、
或
多
於
故
而
爲
災
也
。
劉
歆
以
爲
、
屬
思
心
不
容
。
⑦
於

易
、
剛
而
包
柔
爲
離
、
離
爲
火
爲
目
。
羊
上
角
下
蹏
、
剛
而
包
柔
、
羊

大
目
而
不
精
明
、
視
氣
毀
故
有
羊
旤
。
一
曰
、
暑
歳
羊
多
疫
死
、
及
爲

怪
、
亦
是
也
。
⑧
及
人
、
則
多
病
目
者
、
故
有
目
痾
。
⑨
火
色
赤
、
故

有
赤
眚
赤
祥
。
⑩
凡
視
傷
者
病
火
氣
、
火
氣
傷
則
水
沴
之
。
⑪
其
極
疾

者
、
順
之
、
其
福
曰
壽
。 

 
 

「
目
が
明
る
く
な
い
こ
と
を
、
こ
れ
を
不
哲
と
い
う
」
と
い
う
。
「
哲
」
と
は
知
の

こ
と
で
あ
る
。
詩
に
「
お
前
の
徳
が
明
ら
か
で
な
い
た
め
に
、
陪
臣
も
卿
士
も
お
ら

ず
、
お
前
の
徳
を
明
ら
か
に
し
な
い
た
め
に
、
背
後
の
良
臣
も
傍
ら
の
賢
人
も
い
な

い
」
と
言
う(

33)

。
こ
れ
は
、
主
上
が
明
哲
で
は
な
く
、
愚
昧
で
惑
っ
て
い
る
た
め

に
、
善
悪
の
判
別
が
つ
か
ず
、
側
近
に
親
し
ん
で
、
同
類
を
取
り
立
て
、
功
績
の
無

い
者
が
賞
を
受
け
、
罪
の
有
る
者
が
誅
殺
さ
れ
ず
、
官
職
が
乱
れ
に
乱
れ
る
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
失
政
の
原
因
は
怠
慢
さ
に
在
る
の
で
、
故
に
、
そ
の
咎
は
舒

な
の
で
あ
る
。
夏
の
盛
り
で
は
日
も
長
く
、
そ
の
暑
さ
で
万
物
を
成
長
さ
せ
る
の
だ

が
、
そ
こ
で
政
治
に
緩
み
が
生
じ
る
。
故
に
、
そ
の
罰
は
常
燠
な
の
で
あ
る
。
暑
さ

が
続
け
ば
冬
も
暖
か
く
、
春
・
夏
は
休
ま
ら
ず
、
人
々
を
傷
つ
け
、
病
気
に
さ
せ
る
。

故
に
そ
の
極
は
疾
な
の
で
あ
る
。
誅
罰
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
霜
が
草
を
枯
ら
さ
な
い
、

こ
れ
は
臣
下
に
誅
罰
の
権
が
渡
れ
ば
誅
殺
が
時
宜
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

故
に
草
妖
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
「
妖
」
と
い
う
も
の
は
、
五
事
の
う
ち
の
貌
で
あ

れ
ば
服
に
、
言
で
あ
れ
ば
詩
に
、
聴
で
あ
れ
ば
声
に
現
れ
る
の
だ
が
、
し
か
し
こ
こ

で
視
に
関
し
て
色
に
現
れ
な
い
の
は
、
五
色
に
よ
っ
て
物
事
が
大
別
さ
れ
、
そ
れ
ぞ

れ
の
色
に
関
す
る
眚
・
祥
が
既
に
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
こ
で
聖
人
は
草
妖
を

視
に
ま
つ
わ
る
妖
と
し
、
権
柄
が
失
わ
れ
た
こ
と
の
現
わ
れ
と
見
な
し
た
の
で
あ
る
。

温
暖
で
あ
れ
ば
虫
を
生
じ
、
故
に
蠃
虫
の
孽
が
生
ず
る
。
こ
れ
は
、
螟
・
螣
（
稲
の
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害
虫
）
の
類
が
死
ぬ
べ
き
時
に
死
な
な
か
っ
た
り
、
生
ま
れ
る
べ
き
で
な
い
時
に
生

ま
れ
た
り
、
従
来
よ
り
も
多
く
生
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
災
害
を
な
す
、
と
い
う
こ
と

を
指
す
。
劉
歆
は
、
蠃
虫
の
孽
は
「
視
之
不
明
」
で
は
な
く
「
思
心
不
容
」
に
属
す

る
と
言
う
。
易
で
は
、
二
つ
の
剛
爻
が
柔
爻
を
包
む
の
が
離
☲
で
あ
る
。
そ
し
て
、

離
は
火
で
あ
り
、
目
で
あ
る
。
羊
は
上
に
角
が
あ
り
、
下
に
蹄
が
あ
り
、
（
真
ん
中

に
柔
ら
か
い
体
が
あ
る
の
で
）
剛
が
柔
を
包
ん
で
い
る
。
ま
た
、
目
が
大
き
い
の
に

視
力
は
優
れ
な
い
。
こ
の
故
に
、
視
気
が
損
な
わ
れ
た
時
に
、
羊
禍
が
生
じ
る
の
だ
。

一
説
に
は
、
猛
暑
の
年
に
は
疫
病
で
死
ぬ
羊
が
多
く
、
そ
れ
が
怪
を
な
す
こ
と
、
と

い
う
。
こ
れ
も
ま
た
通
ず
る
。
人
間
に
こ
れ
が
及
べ
ば
、
目
を
患
う
も
の
が
増
え
、

故
に
目
痾
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
火
の
色
は
赤
で
あ
る
の
で
、
故
に
赤
眚
・
赤
祥
が

生
ず
る
。
お
よ
そ
視
の
気
が
傷
つ
け
ば
火
の
気
を
病
み
、
そ
れ
で
火
の
気
が
傷
つ
け

ば
水
が
そ
れ
を
損
な
う
の
で
あ
る
。
正
し
く
な
い
あ
り
方
に
よ
っ
て
生
じ
る
極
は
疾

で
あ
る
の
だ
が
、
あ
り
方
を
正
し
く
し
た
場
合
は
、
そ
れ
に
当
て
は
ま
る
福
は
寿
（
長

寿
）
で
あ
る
。 

  

傳
曰
、
皇
之
不
極
、
是
謂
不
建
。
厥
咎
眊
、
厥
罰
恆
陰
、
厥
極
弱
。
時

則
有
射
妖
、
時
則
有
龍
蛇
之
孽
、
時
則
有
馬
禍
、
時
則
有
下
人
伐
上
之

痾
、
時
則
有
日
月
亂
行
、
星
辰
逆
行
。 

伝
に
云
う
。
主
が
中
正
で
な
い
こ
と
、
こ
れ
を
「
不
建
」
（
立
た
な
い
）
と
い
う
。

こ
れ
に
よ
っ
て
起
こ
る
咎
徴
は
眊
で
、
そ
の
罰
は
曇
天
続
き
、
六
極
で
は
弱
が
こ
れ

に
当
た
る
。
時
に
射
に
ま
つ
わ
る
妖
が
起
こ
り
、
時
に
龍
・
蛇
の
孽
が
起
こ
り
、
時

に
馬
の
禍
が
起
こ
り
、
時
に
下
の
者
が
上
を
伐
つ
と
い
う
痾
が
起
こ
り
、
時
に
日
月

の
運
行
が
乱
れ
、
星
辰
が
逆
行
す
る
。 

 

（
説
曰
、
）
①
皇
之
不
極
、
是
謂
不
建
。
皇
、
君
也
。
極
、
中
。
建
、

立
也
。
②
人
君
貌
言
視
聽
思
心
五
事
皆
失
、
不
得
其
中
、
則
不
能
立
萬

事
、
失
在
眊
悖
、
故
其
咎
眊
也
。
③
王
者
自
下
承
天
理
物
。
雲
起
於
山
、

而
彌
於
天
。
天
氣
亂
、
故
其
罰
常
陰
也
。
一
曰
、
上
失
中
、
則
下
彊
盛

而
蔽
君
明
也
。
④
易
曰
、
亢
龍
有
悔
、
貴
而
亡
位
、
高
而
亡
民
、
賢
人

在
下
位
而
亡
輔
。
如
此
、
則
君
有
南
面
之
尊
、
而
亡
一
人
之
助
、
故
其

極
弱
也
。
⑤
盛
陽
動
進
輕
疾
。
禮
、
春
而
大
射
、
以
順
陽
氣
。
上
微
弱

則
下
奮
動
、
故
有
射
妖
。
⑥
易
曰
、
雲
從
龍
。
又
曰
、
龍
蛇
之
蟄
、
以

存
身
也
。
陰
氣
動
、
故
有
龍
蛇
之
孽
。
⑦
於
易
、
乾
爲
君
爲
馬
、
馬
任

用
而
彊
力
。
君
氣
毀
、
故
有
馬
禍
。
一
曰
、
馬
多
死
及
爲
怪
、
亦
是
也
。

⑧
君
亂
且
弱
、
人
之
所
叛
、
天
之
所
去
、
不
有
明
王
之
誅
、
則
有
簒
弑

之
禍
、
故
有
下
人
伐
上
之
痾
。
⑩
凡
君
道
傷
者
病
天
氣
。
不
言
五
行
沴

天
、
而
曰
日
月
亂
行
、
星
辰
逆
行
者
、
爲
若
下
不
敢
沴
天
。
猶
春
秋
曰

王
師
敗
績
于
貿
戎
、
不
言
敗
之
者
、
以
自
敗
爲
文
、
尊
尊
之
意
也
。 

「
君
主
が
中
正
で
な
い
こ
と
、
こ
れ
を
「
不
建
」
と
い
う
」
と
言
う
。
「
皇
」
と
は

君
主
の
こ
と
で
あ
り
、
「
極
」
と
は
中
正
の
こ
と
で
、
「
建
」
と
は
立
の
意
で
あ
る
。

君
主
の
貌
・
言
・
視
・
聽
・
思
心
と
い
っ
た
五
事
が
全
て
あ
る
べ
き
状
態
を
失
い
、

中
正
を
得
な
く
な
れ
ば
、
万
事
を
成
り
立
た
せ
ら
れ
な
く
な
る
。
そ
の
失
政
の
原
因

は
暗
昧
さ
に
在
り
、
故
に
そ
の
咎
は
眊
な
の
で
あ
る
。
王
者
は
下
か
ら
天
の
命
を
承

け
て
万
物
を
治
め
る
も
の
で
あ
る
。
雲
は
山
か
ら
生
じ
、
天
を
覆
う
。
従
っ
て
、
天

の
気
が
乱
れ
れ
ば
、
そ
の
罰
は
常
陰
と
な
る
の
だ
。
一
説
に
は
、
上
の
者
が
中
正
な

あ
り
方
を
失
う
と
、
下
の
者
が
強
く
盛
ん
に
な
っ
て
、
君
主
の
輝
き
を
覆
っ
て
し
ま

う
、
と
い
う
。『
易
』
に
、「
昇
り
過
ぎ
た
龍
は
後
悔
す
る
。
貴
く
て
も
居
る
べ
き
位

が
無
く
、
高
く
て
も
人
々
か
ら
離
れ
て
し
ま
う
。
賢
人
が
下
位
に
居
て
も
、
君
主
を

輔
弼
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
言
う(

34)

。
こ
の
よ
う
で
あ
る
と
、
君
主
は
、
南
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面
し
て
治
政
を
行
う
尊
さ
を
有
し
て
い
て
も
、
誰
か
ら
も
助
け
を
得
ら
れ
な
い
。
故

に
、
そ
の
極
は
弱
な
の
で
あ
る
。
盛
ん
な
陽
は
素
早
く
動
き
回
る
。
礼
で
は
、
春
に

大
射
の
礼
を
行
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
陽
気
を
制
御
す
る
。
し
か
し
、
上
の
者
の
力
が

微
弱
で
あ
れ
ば
、
下
の
者
た
ち
が
妄
動
し
、
そ
こ
で
射
妖
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。『
易
』

で
は
「
雲
は
龍
に
從
う
」(

35)

、
「
龍
・
蛇
が
こ
も
る
の
は
、
自
ら
の
身
を
守
る
た

め
で
あ
る
」
と
い
う(
36)

。
そ
し
て
、
陰
気
が
動
き
出
す
と
、
龍
蛇
の
孽
が
生
じ
る
。

易
で
は
、
乾
は
君
で
あ
り
馬
で
あ
る(

37)

。
馬
は
使
役
さ
れ
、
力
が
強
い
。
そ
し
て
、

君
の
気
が
損
な
わ
れ
る
と
、
そ
こ
で
馬
禍
が
生
じ
る
。
一
説
に
は
、
馬
が
多
く
死
ん

で
、
そ
れ
が
怪
を
な
す
、
と
い
う
。
こ
れ
も
ま
た
通
じ
る
。
君
主
が
混
乱
し
て
い
て

微
弱
で
あ
れ
ば
、
人
々
に
は
反
逆
さ
れ
、
天
に
は
取
り
去
ら
れ
る
。
聡
明
な
る
王
者

と
し
て
の
誅
罰
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
、
簒
奪
・
弑
殺
が
起
こ
り
、
故
に
下
人
が
上
を

伐
つ
痾
が
生
じ
る
。
君
道
が
傷
つ
け
ば
、
天
の
気
を
病
ま
せ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ

こ
で
「
五
行 

天
を
沴
（
や
ぶ
）
る
」
と
言
わ
ず
に
「
日
月 

行
を
乱
し
、
星
辰 

逆

行
す
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
下
の
者
が
天
を
損
な
う
と
い
う
こ
と
に
し
な
い
た
め

で
あ
る
。
こ
れ
は
、『
春
秋
』
が
「
王
師 

貿
戎
に
敗
績
す
」
と
言
っ
て(

38)

、「（
○

○
が
）
王
を
敗
る
」
と
は
言
わ
ず
、
王
者
が
自
ら
敗
北
し
た
と
い
う
文
に
し
て
い
る

の
と
同
様
、
尊
い
も
の
を
尊
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。 

 
 

ま
ず
、
「
於
易
」
「
順
之
」
と
い
っ
た
言
葉
が
そ
れ
ぞ
れ
孽
（
⑦
）
、
福
（
⑪
）
に
見
え

る
よ
う
に
、
や
は
り
形
式
に
つ
い
て
あ
る
程
度
統
一
が
図
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

ま
た
、
『
易
』
や
『
詩
』
な
ど
、
様
々
な
経
典
か
ら
の
引
文
が
説
明
に
用
い
ら
れ
て
い
る

こ
と
も
、
五
行
に
つ
い
て
の
「
説
曰
」
と
同
様
で
あ
る
。 

①
～
⑩
は
全
て
『
洪
範
五
行
伝
』
の
内
容
に
則
り
、
そ
の
よ
う
な
配
当
に
な
る
理
由
に

つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
福
（
⑪
）
は
『
洪
範
五
行
伝
』
に
無
い
内
容
だ
が
、
こ
れ
は
『
尚

書
』
洪
範
の
「
五
福
六
極
」
に
基
づ
い
て
い
る
。
『
洪
範
五
行
伝
』
が
五
事
・
皇
極
そ
れ

ぞ
れ
に
極
（
④
）
を
割
り
当
て
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
う
ち
の
五
つ
に
つ
い
て
、
極
の

割
り
当
て
に
応
じ
て
五
福
を
配
分
し
て
い
る
の
で
あ
る(

39)

。
従
っ
て
、
や
は
り
『
洪
範

五
行
伝
』
に
依
拠
し
て
い
る
と
謂
え
よ
う
。
ま
た
、
皇
極
で
は
眚
祥
（
⑨
）
が
無
い
が
、

こ
れ
は
そ
も
そ
も
『
洪
範
五
行
伝
』
に
該
当
す
る
も
の
が
無
い
の
で
「
説
曰
」
も
説
明
を

加
え
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
過
ぎ
な
い
。 

 

そ
し
て
、
孽
に
つ
い
て
、『
洪
範
五
行
伝
』・
劉
向
説
と
、
劉
歆
説
と
で
は
配
当
が
異
な

る
（
次
章
で
後
述
）。
こ
の
よ
う
に
議
論
が
起
こ
り
得
る
箇
所
で
あ
る
が
、「
視
之
不
明
」

に
関
す
る
「
説
曰
」
で
は
劉
歆
説
で
は
な
く
、
『
洪
範
五
行
伝
』
に
よ
る
配
当
に
従
っ
て

い
る
。
ま
た
、
そ
の
他
の
箇
所
で
も
劉
歆
説
に
従
わ
ず
、
『
洪
範
五
行
伝
』
に
よ
る
配
当

に
ほ
ぼ
準
拠
し
て
い
る
（
例
外
が
一
つ
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
）。 

な
お
、
「
貌
之
不
恭
」
の
み
、
⑨
と
⑩
と
の
間
に
、
罰
（
③
）
の
配
当
に
関
し
て
の
説

が
挟
ま
れ
て
い
る
。
何
故
こ
こ
に
こ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
か
は
不
明
だ
が
、
配
当
は

や
は
り
『
洪
範
五
行
伝
』
に
準
拠
し
て
お
り
、
か
つ
易
を
用
い
て
『
洪
範
五
行
伝
』
の
諸

罰
配
当
の
う
ち
の
四
者
を
説
明
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。 

 

○
他
経
を
引
き
、
特
に
説
卦
伝
を
多
用
す
る
こ
と 

 

「
説
曰
」
の
中
に
は
、
『
洪
範
五
行
伝
』
の
内
容
に
つ
い
て
『
尚
書
』
以
外
の
諸
経
を

用
い
て
説
明
す
る
記
述
が
多
く
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
火
不
炎
上
に
つ
い
て
の
「
孔
子
曰
、

浸
潤
之
譖
、
膚
受
之
訴
不
行
焉
、
可
謂
明
矣
」
は
『
論
語
』
顔
淵
の
引
用
で
あ
り
、
視
之

不
明
に
つ
い
て
の
「
詩
云
、
爾
德
不
明
，
以
亡
陪
亡
卿
。
不
明
爾
德
、
以
亡
背
亡
仄
」
は

『
詩
経
』
大
雅 

蕩
之
什 

蕩
の
句
、
皇
之
不
極
の
「
猶
春
秋
曰
、
王
師
敗
績
于
貿
戎
、
不

言
敗
之
者
、
以
自
敗
爲
文
、
尊
尊
之
意
也
」
と
い
う
の
は
『
春
秋
』
成
公
元
年
の
記
事
に

つ
い
て
の
『
公
羊
伝
』
や
『
穀
梁
伝
』
に
基
づ
く
説
を
述
べ
て
い
る(

40)

。 
 

そ
し
て
、
特
に
多
く
見
ら
れ
る
の
が
、『
周
易
』
説
卦
伝
に
基
づ
く
説
で
あ
る
。
ま
ず
、

木
不
曲
直
の
「
於
易
、
地
上
之
木
爲
觀
」
や
火
不
炎
上
の
「
其
於
王
者
、
南
面
郷
明
而
治
」
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が
挙
げ
ら
れ(

41)

、
そ
し
て
五
事
・
皇
極
の
禍
（
⑦
）
で
は
、「
巽
爲
雞
」（
貌
之
不
恭
）、

「
離
爲
火
爲
目
」（
視
之
不
明
）
、「
乾
爲
君
爲
馬
」（
皇
之
不
極
）
等
々
、
必
ず
説
卦
伝
の

字
句
が
引
か
れ
て
い
る
。 

 

○
劉
向
が
「
説
曰
」
の
内
容
を
参
照
し
て
い
る
こ
と 

 

漢
志
に
引
か
れ
た
劉
向
説
の
中
に
は
、
い
く
つ
か
、
「
説
曰
」
の
文
言
を
踏
ま
え
た
言

辞
が
見
ら
れ
る
。 

 

昭
帝
時
有
鵜
鶘
或
曰
禿
鶖
、
集
昌
邑
王
殿
下
、
王
使
人
射
殺
之
。
劉
向

以
爲
、
水
鳥
色
青
、
青
祥
也
。
時
王
馳
騁
無
度
、
慢
侮
大
臣
、
不
敬
至

尊
、
有
服
妖
之
象
、
故
青
祥
見
也
。
野
鳥
入
處
、
宮
室
將
空
。
王
不
寤
、

卒
以
亡
。 

昭
帝
の
時
、
鵜
鶘
、
ま
た
は
禿
鶖
と
も
い
う
も
の
が
、
昌
邑
王
の
御
殿
の
下
に
集
ま

っ
た
の
で
、
昌
邑
王
は
そ
れ
を
射
殺
さ
せ
た
。
劉
向
は
以
下
の
よ
う
に
考
え
る
。
水

鳥
は
色
が
青
い
の
で
、
青
祥
に
あ
た
る
。
当
時
、
昌
邑
王
は
車
馬
で
駆
け
ず
り
回
る

こ
と
甚
だ
し
く
、
重
臣
達
を
侮
り
、
天
子
を
敬
わ
ず
、
既
に
服
妖
と
い
う
現
象
が
起

こ
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
青
祥
が
現
れ
た
の
で
あ
る
。
野
鳥
が
入
っ
て
来
る
と
い
う
の

は
、
宮
室
が
空
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
昌
邑
王
は

そ
れ
を
悟
ら
ず
、
つ
い
に
身
を
滅
ぼ
し
て
し
ま
っ
た
。 

 

こ
こ
で
起
き
た
災
異
に
つ
い
て
、
劉
向
は
「
青
祥
」
と
判
断
す
る
。
こ
れ
は
『
洪
範
五

行
伝
』
の
分
類
で
は
「
貌
之
不
恭
」
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
劉
向
の
記
述
で
は
、
こ
れ

が
起
こ
る
前
に
「
服
妖
之
象
」
が
あ
り
、
そ
の
た
め
、
後
に
「
青
祥
」
が
現
れ
た
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
「
妖
―
→
祥
」
と
い
う
順
に
深
刻
な
段
階
で
あ
る
と
捉
え
る
認
識
は
、
「
説

曰
」
が
「
妖
」
を
軽
い
も
の
と
し
、「
眚
」「
祥
」
を
甚
だ
し
く
重
い
も
の
と
述
べ
る
の
と

共
通
す
る(

42)

。 

ま
た
、
こ
の
災
異
を
引
き
起
こ
し
た
原
因
の
一
つ
に
「
時
王
馳
騁
無
度
」
を
挙
げ
る
。

こ
れ
は
明
ら
か
に
、
「
木
不
曲
直
」
の
原
因
と
し
て
「
説
曰
」
の
挙
げ
る
、
「
田
獵
馳
騁
、

不
反
宮
室
」
の
文
を
踏
ま
え
て
い
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、
『
洪
範
五
行
伝
』
で
は
「
田
獵

不
宿
」
と
書
か
れ
る
の
み
で
あ
り
、
「
説
曰
」
の
文
を
見
て
い
な
け
れ
ば
、
単
に
「
馳
騁

無
度
」
と
言
わ
れ
て
も
何
の
こ
と
か
分
か
り
に
く
い
。
つ
ま
り
、
劉
向
の
こ
の
言
葉
は
、

「
説
曰
」
の
「
田
獵
馳
騁
、
不
反
宮
室
」
と
い
う
字
句
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
は
ず
で
あ

る
。 班

固
が
述
べ
る
『
洪
範
五
行
伝
』
の
系
統
は
、
「
夏
侯
始
昌
―
―
夏
侯
勝
―
―
許
商
」

の
師
承
、
劉
向
、
及
び
劉
歆
の
三
者
で
あ
る(

43)

。
「
説
曰
」
と
し
て
ま
と
ま
っ
た
内
容

で
冒
頭
部
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
当
然
こ
れ
ら
三
者
の
い
ず
れ
か
の
説
の
は
ず
だ
。

そ
し
て
、
劉
歆
の
説
は
『
洪
範
五
行
伝
』
と
配
当
が
異
な
り
、
『
洪
範
五
行
伝
』
に
準
拠

し
た
「
説
曰
」
と
は
性
格
が
異
な
る
。
従
っ
て
、
夏
侯
尚
書
の
系
統
か
劉
向
の
系
統
か
と

い
う
こ
と
に
な
り
、
い
ず
れ
に
し
て
も
劉
向
は
そ
れ
を
目
に
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

○
夏
侯
尚
書
と
の
相
違 

 

で
は
、
「
夏
侯
始
昌
―
―
夏
侯
勝
―
―
許
商
」
で
受
け
継
が
れ
て
来
た
説
で
あ
る
可
能

性
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
こ
の
学
統
で
生
み
出
さ
れ
た
説
を
劉
向
が
見
て
、
上
の
例
で
挙
げ

た
よ
う
な
「
妖
―
→
祥
」
の
災
異
発
生
の
段
階
や
「
馳
騁
無
度
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
た

と
い
う
こ
と
は
、
十
分
有
り
得
る
。 

こ
の
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
夏
侯
氏
の
学
説
に
つ
い
て
把
握
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
記
録
が
少
な
い
た
め
、
そ
の
全
貌
は
分
か
ら
な
い
。
特
に
、

夏
侯
始
昌
に
つ
い
て
は
情
報
が
少
な
く
、
『
漢
書
』
の
本
伝
に
は
、
五
経
に
通
じ
て
斉
詩

と
尚
書
を
教
授
し
た
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
陰
陽
に
詳
し
く
、
火
災
を
予
言
し
た
と
い
う

こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
程
度
で
あ
る(

44)

。 
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夏
侯
勝
に
つ
い
て
は
多
少
長
め
の
伝
が
あ
る
（
『
漢
書
』
巻
七
十
五 

夏
侯
勝
伝
）
。
そ

の
中
で
も
『
洪
範
五
行
伝
』
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
は
、
始
昌
よ
り
尚
書
と
『
洪
範
五

行
伝
』
を
伝
授
さ
れ
、
災
異
を
説
い
た
と
い
う
こ
と(

45)

、
及
び
、
『
洪
範
五
行
伝
』
に

依
拠
し
て
霍
光
の
謀
略
を
察
知
し
た
と
い
う
記
事
が
あ
る
。 

 

會
昭
帝
崩
、
昌
邑
王
嗣
立
、
數
出
。
勝
當
乗
輿
前
諫
曰
、
天
久
陰
而
不

雨
、
臣
下
有
謀
上
者
、
陛
下
出
欲
何
之
…
…(

中
略)

…
…
勝
對
言
、
在
洪

範
傳
曰
、
皇
之
不
極
、
厥
罰
常
陰
、
時
則
有
下
人
伐
上
。
惡
察
察
言
、

故
云
臣
下
有
謀
。 

昭
帝
が
崩
御
し
、
昌
邑
王
が
即
位
し
た
が
、
度
々
外
出
し
た
。
そ
こ
で
夏
侯
勝
は
、

輿
に
前
か
ら
ぶ
つ
か
っ
て
諫
め
た
。
「
天
が
長
い
間
暗
い
の
に
雨
も
降
っ
て
お
り
ま

せ
ん
。
こ
れ
は
、
臣
下
の
中
に
上
に
対
し
て
何
か
を
企
ん
で
い
る
者
が
い
る
の
で
す
。

陛
下
は
外
出
し
て
ど
こ
へ
行
か
れ
る
お
つ
も
り
な
の
で
す
か
」
…
…(

中
略)

…
…
夏

侯
勝
は
（
霍
光
に
）
答
え
て
言
っ
た
。「
『
洪
範
五
行
伝
』
に
は
『
皇
が
極
で
な
い
と
、

そ
の
罰
と
し
て
常
陰
が
生
じ
、
あ
る
時
に
は
下
人
が
上
を
伐
つ
』
と
言
い
ま
す
。
は

っ
き
り
と
申
し
上
げ
る
の
は
憚
ら
れ
た
の
で
、
臣
下
に
企
み
が
あ
る
、
と
の
み
申
し

上
げ
た
の
で
す
」 

 

こ
こ
で
「
天
久
陰
而
不
雨
」
と
い
う
状
況
を
「
皇
之
不
極
」
の
罰
で
あ
る
常
陰
と
み
な
す
、

と
い
う
の
は
、
『
洪
範
五
行
伝
』
に
対
す
る
解
釈
で
あ
る
。
し
か
し
、
五
行
志
の
「
皇
之

不
極
」
に
対
す
る
「
説
曰
」
で
は
、
こ
の
よ
う
な
言
説
を
全
く
引
い
て
い
な
い
。
そ
し
て
、

常
陰
の
記
事
の
冒
頭
で
、
次
の
よ
う
に
、「
一
曰
」
と
い
う
形
で
こ
の
説
が
見
え
る
。 

 

皇
極
之
常
陰
、
劉
向
以
爲
春
秋
亡
其
應
。
一
曰
、
久
陰
不
雨
、
是
也
。

劉
歆
以
爲
、
自
屬
常
陰
。 

皇
極
の
常
陰
に
つ
い
て
は
、
劉
向
は
『
春
秋
』
で
は
こ
れ
に
当
た
る
も
の
が
無
い
と

考
え
る
。
一
説
に
は
、
曇
り
続
き
で
あ
る
の
に
雨
が
降
ら
な
い
状
態
の
こ
と
、
と
言

う
。
劉
歆
は
、
曇
り
続
き
で
あ
る
こ
と
自
体
を
常
陰
と
見
な
す
。 

 

も
し
「
説
曰
」
が
夏
侯
勝
の
説
、
も
し
く
は
そ
れ
を
継
承
し
た
弟
子
の
言
説
で
あ
れ
ば
、

ま
ず
「
説
曰
」
の
中
で
常
陰
に
つ
い
て
「
天
久
陰
而
不
雨
」
と
い
う
言
葉
が
有
っ
て
然
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
実
際
に
は
、
そ
の
言
葉
は
「
一
曰
」
と
い
う
異
説
と
し
て
惹
か

れ
て
お
り
、
扱
い
が
軽
い
。 

 

ま
た
、
夏
侯
勝
伝
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
記
載
も
あ
る
。 

 

勝
從
父
子
建
字
長
卿
、
自
師
事
勝
及
歐
陽
高
、
左
右
采
獲
、
又
從
五
經

諸
儒
問
與
尚
書
相
出
入
者
、
牽
引
以
次
章
句
、
具
文
飾
説
。
勝
非
之
曰
、

建
所
謂
章
句
小
儒
、
破
碎
大
道
。 

夏
侯
勝
の
従
兄
弟
に
建
と
い
う
者
が
お
り(

46)

、
字
を
長
卿
と
言
っ
た
。
建
は
夏
侯

勝
と
欧
陽
高
に
師
事
し
、
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
様
々
な
説
を
得
た
。
そ
し
て
、
諸
学
者
達

に
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
す
る
諸
経
典
と
『
尚
書
』
の
文
と
が
関
連
す
る
部
分
に
つ
い
て

質
問
し
、
そ
こ
で
得
ら
れ
た
経
説
を
『
尚
書
』
の
章
句
に
引
き
込
ん
で
、
文
辞
を
増

や
し
て
飾
り
立
て
た
。
勝
は
こ
れ
に
つ
い
て
、
「
建
は
『
章
句
の
小
儒
』
と
い
う
も

の
で
、
経
学
の
大
道
を
損
な
っ
て
い
る
」
と
非
難
し
た
。 

 
『
尚
書
』
の
章
句
を
作
る
際
に
、
『
尚
書
』
以
外
の
経
典
に
関
す
る
学
説
を
多
く
参
照
・

利
用
し
た
夏
侯
建
の
や
り
方
を
、
夏
侯
勝
は
非
難
し
て
い
る
（
そ
の
後
、
こ
の
た
め
に
大

小
夏
侯
は
袂
を
分
か
ち
、
石
渠
閣
会
議
に
も
両
派
が
別
個
に
参
加
し
て
い
る
）
。
こ
れ
に

よ
り
、
夏
侯
勝
は
、
『
尚
書
』
の
文
を
解
釈
す
る
際
に
は
あ
く
ま
で
も
『
尚
書
』
の
学
説

に
則
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
姿
勢
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
、
こ
の
姿
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勢
は
、
『
周
易
』
の
説
卦
伝
を
始
め
と
す
る
他
経
を
多
く
引
く
と
い
う
、
前
節
で
述
べ
た

よ
う
な
「
説
曰
」
の
性
質
と
は
相
容
れ
な
い
。 

 

大
夏
侯
の
学
統
の
中
で
、
そ
の
『
洪
範
五
行
伝
』
に
つ
い
て
の
学
説
が
見
ら
れ
る
数
少

な
い
例
が
、
孔
光
に
よ
る
対
問
で
あ
る
。 

 

會
元
壽
元
年
正
月
朔
日
有
蝕
之
、
後
十
餘
日
傅
太
后
崩
。
是
月
徴
光
詣

公
車
、
問
日
蝕
事
。
光
對
曰
、
臣
聞
、
日
者
衆
陽
之
宗
、
人
君
之
表
、

至
尊
之
象
。
君
德
衰
微
、
陰
道
盛
彊
、
侵
蔽
陽
明
、
則
日
蝕
應
之
。
書

曰
、
羞
用
五
事
、
建
用
皇
極
。
如
貌
言
視
聽
思
失
、
大
中
之
道
不
立
、

則
咎
徴
薦
臻
、
六
極
屢
降
。
皇
之
不
極
、
是
爲
大
中
不
立
、
其
傳
曰
、

時
則
有
日
月
亂
行
、
謂
朓
・
側
匿
、
甚
則
薄
蝕
是
也
。
又
曰
、
六
沴
之

作
、
歳
之
朝
曰
三
朝
、
其
應
至
重
。
乃
正
月
辛
丑
朔
日
有
蝕
之
、
變
見

三
朝
之
會
。
上
天
聰
明
、
苟
無
其
事
、
變
不
虚
生
…
… 

ち
ょ
う
ど
元
寿
元
年
正
月
朔
に
日
食
が
起
こ
り
、
十
数
日
後
に
傅
太
后
が
崩
御
さ
れ

た
。
こ
の
月
に
孔
光
が
公
車
の
待
遇
で
召
さ
れ
、
日
食
に
つ
い
て
訊
ね
ら
れ
た
。
そ

れ
に
対
し
、
孔
光
は
「
私
め
が
聞
き
ま
す
に
、
日
と
い
う
の
は
衆
陽
の
宗
で
あ
り
、

人
君
の
表
れ
で
あ
り
、
至
尊
の
象
で
あ
る
と
申
し
ま
す
。
も
し
も
君
主
の
徳
が
衰
え
、

陰
な
る
道
が
盛
ん
に
な
っ
て
陽
明
の
領
分
を
侵
し
て
遮
る
と
、
日
蝕
が
そ
の
表
れ
と

し
て
起
こ
る
の
で
す
。『
書
経
』
に
「
五
事
を
羞
（
す
す
）
め
用
い
る
」「
皇
極
を
建

て
用
い
る
」
と
ご
ざ
い
ま
す
。
も
し
も
貌
・
言
・
視
・
聴
・
思
の
正
し
き
有
り
様
が

失
わ
れ
、
大
中
の
道
が
立
た
な
け
れ
ば
、
咎
徴
（
常
雨
・
厳
寒
な
ど
の
災
異
）
が
相

次
ぎ
、
六
極
（
夭
逝
・
貧
な
ど
の
災
禍
）
が
度
々
起
こ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
の

「
皇
之
不
極
」
、
大
い
な
る
中
正
が
立
た
な
い
こ
と
に
つ
い
て
の
伝
で
は
「
時
に
は

日
月
の
乱
行
が
起
こ
る
」
と
申
し
ま
し
て
、
日
月
の
運
行
速
度
に
狂
い
が
生
じ
、
甚

だ
し
い
時
は
光
を
失
っ
た
り
蝕
が
起
こ
っ
た
り
す
る
こ
と
が
こ
れ
に
当
た
り
ま
す
。

ま
た
、
六
沴
の
発
生
に
つ
い
て
述
べ
て
お
り
、
歲
の
始
め
は
「
三
朝
」（
年
の
始
め
・

月
の
始
め
・
日
の
始
め
）
に
当
た
る
と
さ
れ
、
特
に
重
大
な
こ
と
へ
の
応
と
さ
れ
ま

す
。
つ
ま
り
、
正
月
辛
丑
朔
に
日
蝕
が
起
こ
っ
た
と
い
う
の
は
、
異
変
が
三
朝
の
時

期
に
現
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
上
天
は
聡
明
で
あ
り
ま
し
て
、
も
し
何
事
も
無
け

れ
ば
、
変
異
を
意
味
無
く
生
じ
さ
せ
た
り
は
し
ま
せ
ん
…
…
」 

 

儒
林
伝
に
よ
れ
ば
、
夏
侯
尚
書
の
学
統
に
は
、「
夏
侯
勝
―
→
周
堪
―
→
許
商
」
と
「
周

堪
―
→
牟
卿
」
の
他
に
、「
夏
侯
勝
―
→
孔
霸
―
→
孔
光
」
の
系
統
が
あ
っ
た
と
い
う
（
孔

光
は
牟
卿
に
も
教
え
を
受
け
て
い
る
の
で
、
同
時
に
「
夏
侯
勝
―
→
周
堪
―
→
牟
卿
―
→

孔
光
」
で
も
あ
っ
た
）(

47)

。
こ
の
こ
と
か
ら
孔
光
は
『
洪
範
五
行
伝
』
の
学
を
伝
授
さ

れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
実
際
に
、
右
の
孔
光
の
上
奏
文
に
は
「
時
則
有
日
月
亂
行
」「
六

沴
之
作
」
と
い
っ
た
『
洪
範
五
行
伝
』
の
文
言
が
見
え
る
。 

 

こ
の
上
奏
文
の
、
貌
・
言
・
視
・
聴
・
思
の
正
し
い
有
り
様
が
失
わ
れ
る
こ
と
で
「
皇

之
不
極
」
と
な
る
と
い
う
説
は
、
漢
志
の
「
説
曰
」
と
共
通
す
る
。
た
だ
、
「
皇
極
」
に

つ
い
て
の
訓
詁
が
若
干
異
な
る
。
漢
志
の
引
く
「
説
曰
」
で
は
「
皇
、
君
也
。
極
、
中
。

建
、
立
也
」
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
孔
光
は
「
皇
之
不
極
、
是
爲
大
中
不
立
」
と
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
皇
」
に
対
す
る
訓
詁
が
、
「
大
」
と
「
君
」
と
で
異
な
っ
て
い
る
。 

以
上
の
よ
う
に
、
夏
侯
勝
の
「
常
陰
」
に
つ
い
て
の
説
が
漢
志
で
は
異
説
扱
い
で
あ
る

こ
と
、
章
句
作
成
に
於
け
る
他
経
使
用
に
対
す
る
夏
侯
勝
の
考
え
方
か
ら
、
「
説
曰
」
が

夏
侯
勝
説
を
そ
の
ま
ま
遵
守
し
て
は
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
夏
侯
勝
の
学
統
上

で
な
さ
れ
た
解
釈
と
、「
説
曰
」
の
説
と
で
は
、
訓
詁
に
違
い
が
見
ら
れ
る
。 

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
直
ち
に
「
説
曰
」
が
許
商
『
五
行
伝
記
』
を
使
用
し
て
い
な
い
と

ま
で
は
断
定
で
き
な
い
ま
で
も
、
夏
侯
尚
書
の
学
統
で
形
成
さ
れ
た
説
そ
の
ま
ま
で
あ
る

可
能
性
は
あ
ま
り
高
く
な
い
。 
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以
上
考
察
し
た
よ
う
に
、
「
説
曰
」
の
言
辞
と
の
合
致
と
い
う
点
で
は
、
劉
向
の
説
は

ほ
ぼ
問
題
な
い
。
ま
た
、
あ
る
経
典
の
字
句
を
解
釈
す
る
た
め
に
他
経
を
利
用
す
る
と
い

う
手
法
も
、
劉
向
の
学
術
的
性
質
に
よ
く
符
合
す
る
。 

 

ま
た
、
注
目
す
べ
き
は
、
前
述
し
た
通
り
、
「
説
曰
」
も
劉
向
の
災
異
解
釈
も
、
説
卦

伝
の
多
用
と
い
う
点
で
共
通
す
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

そ
し
て
、「
於
易
」
と
い
う
言
葉
遣
い
も
特
徴
的
で
あ
る
。「
説
曰
」
と
劉
向
説
に
は
よ

く
見
ら
れ
る
こ
の
二
字
で
あ
る
が
、
『
漢
書
』
全
体
で
は
決
し
て
多
く
は
な
く
、
こ
の
両

者
を
除
く
と
、
他
に
は
僅
か
に
劉
歆
説
及
び
『
春
秋
左
氏
伝
』
に
つ
い
て
の
経
説
に
見
ら

れ
る
の
み
で
あ
る
。「
説
曰
」
と
劉
向
説
と
の
関
わ
り
は
非
常
に
深
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

 

た
だ
し
、
「
説
曰
」
の
中
に
は
、
劉
向
以
外
の
説
、
そ
れ
も
劉
歆
以
降
と
考
え
ら
れ
る

説
が
混
ざ
っ
て
も
い
る
。
そ
れ
は
、「
思
心
之
不
睿
」
の
孽
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
。 

 

温
而
風
則
生
螟
螣
、
有
裸
蟲
之
孽
。
劉
向
以
爲
、
於
易
、
巽
爲
風
爲
木
、

卦
在
三
月
四
月
、
繼
陽
而
治
、
主
木
之
華
實
。
風
氣
盛
、
至
秋
冬
木
復

華
、
故
有
華
孽
。 

温
か
く
て
風
が
吹
け
ば
、
螟
・
螣
が
生
じ
、
故
に
裸
虫
の
孽
が
起
こ
る
の
で
あ
る
。

劉
向
は
以
下
の
よ
う
に
言
う
。
易
で
は
、
巽
は
風
・
木
で
あ
り(

48)
、
こ
の
卦
は
三

月
・
四
月
に
当
た
り
、
陽
を
継
い
で
治
ま
り
、
木
で
は
花
・
実
を
司
る
。
風
気
が
盛

ん
に
な
る
と
、
秋
・
冬
に
至
っ
て
も
木
が
ま
た
花
を
咲
か
せ
、
こ
の
よ
う
に
し
て
華

孽
が
起
こ
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
文
は
、
二
つ
の
点
で
、
例
外
中
の
例
外
と
謂
え
る
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
「
劉
向

以
爲
」
と
明
示
さ
れ
て
劉
向
説
が
引
か
れ
て
い
る
の
が
第
一
点
（「
説
曰
」
の
部
分
で
「
劉

向
以
爲
」
と
い
う
四
字
は
他
に
見
ら
れ
な
い
）
。
そ
し
て
、
最
初
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
説

が
、
『
洪
範
五
行
伝
』
に
よ
る
配
当
で
は
な
く
、
劉
歆
説
に
基
づ
く
配
当
に
な
っ
て
い
る

の
が
第
二
点
で
あ
る
。 

『
洪
範
五
行
伝
』
と
劉
歆
説
と
で
は
、
孽
の
配
当
は
異
な
る
。「
思
心
之
不
容
」
で
は
、

前
者
が
華
孽
を
配
当
さ
せ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
臝
虫
之
孽
（
裸
虫
之
孽
）
を
配
当
さ
せ

る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
相
違
に
対
し
、
五
行
志
で
引
か
れ
る
「
説
曰
」
は
、
基
本
的
に

は
『
洪
範
五
行
伝
』
に
よ
る
配
当
に
準
拠
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
の

「
説
曰
」
は
「
思
心
之
不
容
」
に
よ
っ
て
「
裸
蟲
之
孽
」
が
起
こ
る
と
し
て
い
る
。 

こ
の
配
当
は
、
そ
れ
ま
で
の
「
説
曰
」
の
体
例
と
食
い
違
う
の
み
な
ら
ず
、
内
容
に
も

矛
盾
を
来
た
し
て
い
る
。「
蠃
蟲
之
孽
」
は
、「
視
之
不
明
」
に
関
す
る
「
説
曰
」
で
既
に

挙
げ
ら
れ
て
お
り(

49)

、
つ
ま
り
「
視
之
不
明
」
に
よ
っ
て
起
こ
る
災
異
と
見
な
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
に
な
の
に
、
同
じ
く
「
蠃
蟲
之
孽
」
が
こ
こ
で
は
「
思
心
之
不
容
」
に
よ
っ

て
起
こ
る
災
異
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
配
当
が
重
複
す
る
。
こ
の
よ
う
な
内
部
矛
盾
を
生

じ
さ
せ
て
い
る
点
で
も
、
異
例
で
あ
る
。 

 

一
方
、
こ
こ
で
異
説
と
し
て
引
か
れ
て
い
る
「
劉
向
以
爲
」
以
下
は
、『
洪
範
五
行
伝
』

に
よ
る
配
当
と
一
致
し
、
「
視
之
不
明
」
に
関
す
る
「
説
曰
」
に
よ
る
配
当
と
も
矛
盾
し

な
い
。
加
え
て
、「
於
易
、
巽
爲
風
爲
木
」
と
し
て
冒
頭
で
説
卦
伝
を
引
く
の
も
、「
説
曰
」

が
鷄
禍
や
牛
禍
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
「
於
易
、
巽
爲
雞
」
「
於
易
、
坤
爲
土
爲
牛
」
と
し

て
い
る
手
法
に
一
致
す
る
。
仮
に
、
こ
の
孽
に
つ
い
て
の
「
説
曰
」
が
「
於
易
、
巽
爲
風

爲
木
…
…(

中
略)

…
…
故
有
華
孽
。
一
曰
、
温
而
風
則
生
螟
螣
、
有
裸
蟲
之
孽
」
と
な
っ

て
い
れ
ば
、
全
く
違
和
感
が
な
い
。 

 

何
故
こ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
。
「
説
曰
」
が
劉
向
以
前
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
て
、
そ
れ
が
「
思
心
之
不
容
」
の
孽
に
つ
い
て
「
温
而
風
則
生
螟
螣
、
有
裸
蟲
之
孽
」

と
述
べ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
こ
れ
は
「
説
曰
」
全
体
の
体
例
に
合
わ
な
い
の

み
な
ら
ず
、
「
思
心
之
不
容
」
に
「
蠃
蟲
之
孽
」
を
配
当
す
る
劉
歆
の
テ
キ
ス
ト
が
「
独

異
」
と
い
う
班
固
の
叙
述
に
そ
ぐ
わ
な
い(

50)

。 

あ
る
い
は
、
こ
れ
ま
で
「
説
曰
」
と
し
て
引
か
れ
て
き
た
学
説
が
「
思
心
之
不
容
」
の
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孽
に
つ
い
て
の
説
明
の
み
を
欠
い
て
お
り
、
そ
こ
で
班
固
が
、
劉
歆
説
に
基
づ
く
「
温
而

風
則
生
螟
螣
、
有
裸
蟲
之
孽
」
を
有
力
説
と
し
て
冒
頭
に
引
き
、
そ
の
後
ろ
に
異
説
と
し

て
劉
向
説
を
足
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
こ
の
場
合
、
他
の
箇
所
で
劉
向
説
を
異
説
と

し
て
引
く
こ
と
が
一
切
無
い
こ
と
に
つ
い
て
、
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
個
々
の
災
異
解
釈

で
非
常
に
多
く
作
成
・
引
用
さ
れ
て
い
る
劉
向
説
が
、
『
洪
範
五
行
伝
』
の
文
に
つ
い
て

の
解
釈
で
は
こ
の
一
箇
所
の
み
引
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
か
な
り
不
自
然
で
あ
り
、

異
説
を
数
多
く
紹
介
す
る
五
行
志
の
体
裁
に
も
そ
ぐ
わ
な
い
。
も
し
、
仮
に
そ
う
で
あ
っ

た
と
し
た
ら
、
劉
向
は
他
の
箇
所
に
つ
い
て
全
て
「
説
曰
」
の
元
と
な
っ
た
学
説
に
賛
同

し
て
い
て
、
そ
の
た
め
に
新
た
に
説
を
な
さ
な
か
っ
た
（
も
し
く
は
、
説
を
な
し
た
が
、

ほ
と
ん
ど
従
来
と
同
じ
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
班
固
が
引
用
す
る
ま
で
も
無
い
と
判
断
し

た
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

と
も
あ
れ
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
来
た
よ
う
に
、（「
思
心
之
不
容
」
の
孽
に
つ
い
て
の
「
温

而
風
則
生
螟
螣
、
有
裸
蟲
之
孽
」
以
外
の
箇
所
で
は
）
劉
向
が
「
説
曰
」
と
異
な
る
説
を

作
成
し
た
形
跡
は
見
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
「
説
曰
」
と
形
式
上
で
も
内
容
上
で
も
極
め
て
よ

く
一
致
す
る
考
え
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
班
固
が
「
説
曰
」
と
し
て
引

用
し
た
学
説
（
も
し
く
は
学
説
群
）
は
、
劉
向
と
非
常
に
近
い
関
係
を
持
っ
て
お
り
、
劉

向
の
説
を
含
ん
で
い
る
可
能
性
も
高
い
と
謂
え
る
だ
ろ
う
。 

 -------------------- 
 

劉
向
は
『
洪
範
五
行
伝
』
を
用
い
て
『
春
秋
』
の
災
異
記
事
を
解
釈
し
、
時
に
は
『
周

易
』
説
卦
伝
等
の
易
説
を
も
用
い
、
複
数
の
経
典
を
結
び
付
け
た
説
を
立
て
た
。
ま
た
、

『
漢
書
』
五
行
志
の
引
く
「
説
曰
」
は
、
劉
向
が
『
洪
範
五
行
伝
』
本
文
を
解
釈
す
る
上

で
基
づ
い
た
学
説
（
も
し
く
は
劉
向
自
身
の
学
説
）
と
考
え
ら
れ
、
そ
し
て
諸
災
異
の
配

当
を
説
明
す
る
際
に
や
は
り
説
卦
伝
を
多
用
し
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
劉
向
に
よ
る
『
洪
範
五
行
伝
』
理
解
な
ら
び
に
災
異
解
釈
に
於
い
て
、

易
、
特
に
説
卦
伝
は
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
更
に
は
、
『
洪
範
五
行
伝
』
の
み
な
ら
ず
、

五
行
の
配
当
・
循
環
原
理
一
般
に
つ
い
て
も
、
説
卦
伝
に
基
づ
い
て
理
解
し
て
い
た
よ
う

に
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
意
識
し
な
が
ら
、
次
節
で
は
、
劉
向
の
五
徳
終
始

説
と
説
卦
伝
に
つ
い
て
考
察
す
る
。 

 

※
本
節
は
、
拙
稿
「
『
漢
書
』
五
行
志
と
劉
向
『
洪
範
五
行
伝
論
』
」
（
『
中
国
哲
学
研

究
』
第
二
十
五
号
、
二
〇
一
一
年
）
を
大
幅
に
改
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。 


